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第１ 【企業の概況】 

１ 【主要な経営指標等の推移】 

(1) 連結経営指標等 

  

 
(注) １ 上記の売上高は消費税等抜となっている。 

２ 潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純利益については、第57期中は潜在株式が存在しないため、第58期

中、第59期中及び第57期、第58期は潜在株式は存在しているが中間(当期)純損失であるため、記載していな

い。 

３ 従業員数は、就業人員数を表示している。 

４ 純資産額の算定にあたり、平成18年９月中間期から「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」

（企業会計基準第５号）及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」（企業会計

基準適用指針第８号）を適用している。 

  

第一部 【企業情報】

回次 第57期中 第58期中 第59期中 第57期 第58期

会計期間

自 平成16年 
  ４月１日 
至 平成16年 
  ９月30日

自 平成17年
  ４月１日 
至 平成17年 
  ９月30日

自 平成18年
  ４月１日 
至 平成18年 
  ９月30日

自 平成16年 
  ４月１日 
至 平成17年 
  ３月31日

自 平成17年
  ４月１日 
至 平成18年 
  ３月31日

売上高 (百万円) 53,256 39,179 32,367 103,390 84,778

経常利益又は 
経常損失(△)

(百万円) △4,160 69 △903 △6,431 833

中間(当期)純損失 (百万円) 9,586 1,349 1,762 21,979 1,577

純資産額 (百万円) 6,180 2,610 1,194 3,337 2,802

総資産額 (百万円) 58,260 44,788 37,141 49,761 40,791

１株当たり純資産額 (円) 86.98 △7.28 △14.92 △3.47 △6.27

１株当たり中間(当期)純
損失

(円) 134.89 7.34 9.51 306.57 8.81

潜在株式調整後 
１株当たり中間 
(当期)純利益

(円) ― ― ― ― ―

自己資本比率 (％) 10.6 5.8 3.1 6.7 6.9

営業活動による 
キャッシュ・フロー

(百万円) △3,656 △3,275 596 △4,533 △3,329

投資活動による 
キャッシュ・フロー

(百万円) △544 △400 49 △793 △281

財務活動による 
キャッシュ・フロー

(百万円) △1,104 △2,303 △1,968 6,270 △3,906

現金及び現金同等物の 
中間期末(期末)残高

(百万円) 8,902 9,477 6,660 15,075 8,064

従業員数 (名) 7,829 6,754 5,576 6,719 6,391



(2) 提出会社の経営指標等 

  

 
(注) １ 上記の売上高は消費税等抜となっている。 

２ 従業員数は、就業人員数を表示している。 

３ 「１株当たり純資産額」、「１株当たり中間(当期)純利益」及び「潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純

利益」については、中間連結財務諸表を作成しているため記載を省略している。 

４ 純資産額の算定にあたり、平成18年９月中間期から「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」

（企業会計基準第５号）及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」（企業会計

基準適用指針第８号）を適用している。 

５ 第59期中より、企業結合に係る会計基準（「企業結合に係る会計基準の設定に関する意見書」）及び「事業

分離等に関する会計基準」（企業会計基準第７号）並びに「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関

する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号）を適用している。 

  

  
  

  

  

  

  

  

２ 【事業の内容】 

当中間連結会計期間において、当社および当社の関係会社が営んでいる事業の内容に重要な変更はな

い。 

なお、当社は平成18年４月１日をもって、当社の子会社であるティアック電子計測株式会社を吸収合併

している。 

  

  

  

  

回次 第57期中 第58期中 第59期中 第57期 第58期

会計期間

自 平成16年 
  ４月１日 
至 平成16年 
  ９月30日

自 平成17年
  ４月１日 
至 平成17年 
  ９月30日

自 平成18年
  ４月１日 
至 平成18年 
  ９月30日

自 平成16年 
  ４月１日 
至 平成17年 
  ３月31日

自 平成17年
  ４月１日 
至 平成18年 
  ３月31日

売上高 (百万円) 42,586 31,541 24,520 79,267 62,079

経常利益又は 
経常損失(△)

(百万円) △3,917 365 △682 △6,862 442

中間純利益又は 
中間(当期)純損失(△)

(百万円) △9,906 638 △1,795 △22,276 △1,106

資本金 (百万円) 7,730 5,773 5,773 5,773 5,773

発行済株式総数

 普通株式 (千株) 71,317 191,317 191,317 191,317 191,317

 A種優先株式 (千株) ― 80,000 80,000 80,000 80,000

純資産額 (百万円) 7,802 6,034 2,518 5,392 4,339

総資産額 (百万円) 47,160 40,427 32,283 44,365 34,329

１株当たり中間 
(年間)配当額

(円) ― ― ― ― ―

自己資本比率 (％) 16.5 14.9 7.8 12.2 12.6

従業員数 (名) 603 462 550 471 454



３ 【関係会社の状況】 

ティアック電子計測株式会社(連結子会社)を平成18年４月１日付で吸収合併している。 

  

  

４ 【従業員の状況】 

(1) 連結会社の状況 

平成18年９月30日現在 

 
(注) １ 従業員数は就業人員であり、臨時従業員数は相当数に満たないため記載を省略している。 

２ 従業員数は、前連結会計年度末に比し、815名減少している。この減少は主として、生産の減少に伴う人員

配置の見直しを実施したことによる。 

  

(2) 提出会社の状況 

平成18年９月30日現在 

 
(注) １ 従業員数は就業人員であり、臨時従業員数は相当数に満たないため記載を省略している。 

２ 従業員数は、前事業年度末に比し、96名増加している。これは連結子会社を当社に吸収合併したこと及び一

部事業を統合したことによる増加である。 

  

(3) 労働組合の状況 

ティアック株式会社、株式会社ティアックシステムクリエイトおよび株式会社ティアック エソテリック カン

パニーにティアック労働組合が組織されており、全日本電機・電子・情報関連産業労働組合連合会に属している。 

ティアック株式会社及び株式会社ティアック エソテリック カンパニーにおけるティアック労働組合の組合員

数はそれぞれ448人、16人で、ともにユニオンショップ制である。 株式会社ティアックシステムクリエイトにおけ

るティアック労働組合員数1人で、オープンショップ制である。   

なお、労使関係について特に記載すべき事項はない。 

事業の種類別セグメントの名称 従業員数(名)

周辺機器事業 4,156

コンシューマ機器事業 1,063

情報機器事業 203

その他 88

全社(共通) 66

合計 5,576

従業員数(名) 550



第２ 【事業の状況】 

１ 【業績等の概要】 

(1) 業績 

① 業績の全般的概況  

当中間連結会計期間におけるわが国経済は、輸出や生産などが増加しており、企業収益の改善から設備投資、

個人消費が底堅く推移し、景気は全体として緩やかな回復基調となりました。  

 当中間連結会計期間の連結売上高は323億6千7百万円(前年同期対比17.4％減)となり、営業損失5億9千5百万円

(前年同期営業利益3億7千5百万円)、経常損失9億3百万円(前年同期経常利益6千9百万円)となりました。また、

特別損失としてティアックオーストラリアの譲渡に伴う損失7億3千万円を計上したことから、中間純損失は17億

6千2百万円（前年同期中間純損失13億4千9百万円）となりました。  

② 事業のセグメント別販売状況  

<周辺機器事業> 

周辺機器事業の売上高は180億9千6百万円（前年同期242億1千6百万円）、営業損失が4億6百万円（前年同期営

業利益7億6千万円）となりました。パーソナルコンピューター（ＰＣ）用スリム光ディスクドライブでは、Ｃ

Ｄ-ＲＯＭやＤＶＤ-ＲＯＭドライブが徐々に減少する一方、コンボドライブからＤＶＤ記録ドライブへの移行も

加速しています。コンボドライブは市場在庫が過剰気味、ＤＶＤ記録ドライブは伸びる需要の獲得競争で、両機

種とも厳しい価格競争となっていますが、光ピックアップが所定の性能に到達せずコストダウンモデルの投入を

前下期に断念した影響から、当中間連結会計期間は数量も激減し、営業成績は残念ながら前年同期を大きく下回

る結果となりました。ＰＣ用途向け以外の各種ドライブにつきましては、音響機器メーカー向けなど堅調に推移

しています。また、パイオニア株式会社とのＩＴ用光ディスクドライブの本格的な共同開発による成果も、順次

具現化される予定です。  

<コンシューマ機器事業> 

コンシューマ機器事業は、売上高115億1千5百万円（前年同期121億2百万円）、営業利益は3億6千8百万円（前

年同期3億2千9百万円）となりました。音楽制作用機器（ＴＡＳＣＡＭブランド）は、設備用音響機器市場では

日本や欧州、北京オリンピックを控えた中国市場での需要増により、順調に推移しました。一方、楽器市場では

一般消費の低迷による米国での販売減や、欧州でのＲｏＨＳ規制開始による製品ラインアップの減少により苦戦

を強いられましたが、全体では引き続き堅調な営業利益を確保しました。一般ＡＶ機器(ＴＥＡＣブランド)で

は、ティアックオーストラリアの販売不振が大きく営業赤字となりましたが、その他地域ではｉＰｏｄ関連製

品、レコードプレーヤー/ＣＤ－ＲＷコンビネーションモデル等が順調に販売を伸ばし、増収増益となりまし

た。また、日本国内ではロジテック株式会社とのアライアンス、通販ルートでの独自販売が順調に立ち上がり、

収益改善に寄与しました。高級ＡＶ機器(Ｅｓｏｔｅｒｉｃブランド) では、当社オリジナルドライブを搭載し

た最高級ユニバーサルプレーヤー・スーパーオーディオＣＤプレーヤーにおいての国内市場での優位性を武器

に、一昨年からの海外市場への進出により着実に売上高を維持し、営業利益は改善しました。  

<情報機器事業> 

情報機器事業は、売上高22億9千4百万円（前年同期25億1千万円）、営業利益は2億1千2百万円（前年同期2億4

千2百万円）となりました。情報機器事業の収益の柱であるビデオシステム事業では、新機種への切り替え途上

にあることから当中間連結会計期間においては減収減益となりました。また、レコーダー関連商品は、順調に売

上を伸ばしたものの、旧機種の在庫処分のため増収減益となりました。医用画像関連機器では、ＯＥＭ先での新

商品発売がさらにずれ込み減収減益、通話録音装置関連は堅調に推移しました。当中間連結会計期間には、ティ

アック電子計測株式会社を吸収合併し、株式会社ティアックシステムクリエイトの情報関連事業も統合して、関

連部門の効率的な運営を図ってきました。今後は将来性のある事業に投資を集中させてまいります。   

③ 地域別の販売状況  

当中間連結会計期間は、日本においては、主として周辺機器の光ピックアップが所定の性能に到達せず、コス

トダウンモデル投入を前下期に断念した影響から、ＤＶＤ記録機での売上高減少により、営業利益も減少しまし

た。米国においても、同様に周辺機器の売上高の減少に加えて、音楽市場の低迷による音楽制作用機器の売上の

停滞もあり、売上高は減少、営業損失となりました。欧州においては、周辺機器の売上高は縮小しましたが、コ

ンシューマ機器の売上高が堅調に推移し、売上高は若干増加したものの、営業損失は拡大しました。アジアにお

いては、台湾を中心に周辺機器の売上高が減少し、営業損失は拡大しました。  

 その結果、地域別売上高は日本が131億4千1百万円で前年同期対比29.7％減、米大陸は88億8百万円で前年同期

対比5.5％減、欧州は49億1千6百万円で前年同期対比0.1％増、アジアは55億1百万円で前年同期対比12.3％の減

少となりました。   



(2) キャッシュ・フローの状況 

当中間連結会計期間は、税金等調整前中間純損失が15億6千5百万円でありましたが、売上債権減少額が18億9

千8百万円、たな卸資産減少額が2億4百万円、仕入債務増加額は1億4千7百万円となり、営業活動によるキャッシ

ュ・フローは5億9千6百万円のプラスとなりました。投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取

得が、3億5千8百万円ありましたが、ティアック アメリカ INC. の不動産売却等による有形固定資産の売却が4

億8百万円あり、4千9百万円のプラスとなりました。財務活動によるキャッシュ・フローは、主として短期借入

金及び長期借入金の返済により、19億6千8百万円のマイナスとなりました。 

以上の結果に為替換算差額を差し引くと、当中間連結会計期間末の現金及び現金同等物は66億6千万円となり、

前連結会計年度末から14億3百万円の減少となりました。  

  



２ 【生産、受注及び販売の状況】 

(1) 生産実績 

当中間連結会計期間における生産実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりである。 

  

 
(注) １ 金額は製造原価による。 

２ 上記の金額には、消費税等は含まれていない。 

  

(2) 受注状況 

当社及び連結子会社(以下、当社グループ)の製品は、原則として需要見込生産であるので、該当事項はない。 

  

(3) 販売実績 

当中間連結会計期間における販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりである。 

  

 
  
(注) １ 主な相手先別の販売実績及び総販売実績に対する割合は次のとおりである。 

  

 
２ 上記の金額には、消費税等は含まれていない。 

  

事業の種類別セグメントの名称
当中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日  
 至 平成18年９月30日)

前年同期比(％)

周辺機器事業 (百万円) 13,395 △53.2

コンシューマ機器事業 (百万円) 2,186 △6.7

情報機器事業 (百万円) 188 △65.3

その他 (百万円) 155 △6.9

合計 (百万円) 15,926 △49.7

事業の種類別セグメントの名称
当中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日  
 至 平成18年９月30日)

前年同期比(％)

周辺機器事業 (百万円) 18,096 △25.3

コンシューマ機器事業 (百万円) 11,515 △4.9

情報機器事業 (百万円) 2,294 △8.6

その他 (百万円) 461 32.1

合計 (百万円) 32,367 △17.4

前中間連結会計期間 
(自 平成17年４月１日  
  至 平成17年９月30日)

当中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日  
  至 平成18年９月30日)

相手先
金額 
(百万円)

割合(％) 相手先
金額 
(百万円)

割合(％)

Dell Inc. 4,839 12.4 Dell Inc. 3,019 9.3



３ 【対処すべき課題】 

当社を取り巻く経営環境は、ディスクドライブ事業における急激な価格下落等、ここ数年厳しい状態が続いて

おります。当社は、外部環境に左右されない事業構成を確立し安定的な収益構造に転換すること、および財務体

質を強化することが喫緊の課題と認識し、早急な業績の建て直しを図るべく、フェニックス・キャピタル株式会

社の企業活性化ノウハウを活用し、早期業績回復を図るため、下記のクロスファンクショナルチーム（ＣＦＴ）

を発足させ、各々の課題に対する問題解決、アクションプランの立案を行い現在実行中です。その進捗状況は以

下のとおりです。  

  

  ① 組織人事  

以下の目的をもって、組織再編を行います（平成18年10月16日付け実施）。 

・販売視点および顧客視点に立ったバリューチェーン管理の実現 

・名称と実運用に乖離が発生している「カンパニー制」の廃止 

・複雑な配賦処理の解消による社内工数負担の軽減 

・プライオリティーが明確な事業の独立運営化と成長性確保 

・新規事業計画策定へ向けた基盤の明確化 

また、この組織変更に合わせて社内公募制を採用し、柔軟かつダイナミックな人事を開始しました。 

  さらには、全社目標、組織目標、個人目標を連鎖させることで、成果達成を促す人事制度を構築中です。 

  

  ② 経営管理  

経営数値の可視化を目的としたシステムツール（ＢＩ：Ｂｕｓｉｎｅｓｓ Ｉｎｔｅｌｌｉｇｅｎｃｅ）の導

入は完了し、現在コンテンツの拡充中です。これによりリアルタイムで財務データの照会および明細までのドリ

ルダウンが可能となりました。 

 また、連結月次決算の早期化に努め、業績モニタリングとアクション実施を加速化することができました。今

後は、計画精度の向上に努力し、ＰＤＣＡサイクルの基点であるＰｌａｎの確度を高めます。 

  

  ③ 調達・生産・物流  

調達については、電子相見積もり・逆オークションシステムの活用で効率良いコスト低減を継続推進中です。

また、現地調達化やグローバルソーシングの展開に合わせ、グローバル品番統一や購買情報の共有化を進めてお

り、それらの整備と並行して内部統制も勘案した社内購買機能の集中化と効率化を強化します。 

物流については、引き続きグローバルに中間倉庫の撤廃や物流ルート・モードの見直しを進め、売上高物流費

比率の継続改善が実現されております。今後は、一部で開始しておりますグローバル契約をより多分野で推進す

ることで、さらに物流コスト低減を進めます。  

  

  ④ 開発力強化 

ＣＦＴ活動を継続し、意思決定プロセス・商品ライフサイクルマネージメントのような収益性管理強化・透明

性確保と、事業横断的な各種標準化・効率化についての成果が出つつあります。 

 併せて他社との協業についても複数事業にて推進し、社内開発リソースの最適配分による市場投入スピードの

向上が実現されています。 

 今後は、一層社内シナジーを製品の差別化や収益性確保に結びつけるべく、開発技術者のスキルマップ整備や

柔軟なリソース配置を可能とする人事制度の構築を進めます。 

  

  ⑤ ブランド・中長期戦略 

企業理念の再構築・明文化と全従業員への浸透、およびコーポレートコミュニケーション機能の強化に大きな

進展がありました。今後は広報機能を、ＩＲ、ＰＲ、社内広報それぞれの側面で強化し、会社の姿、ビジョン、

意思を正しく伝えます。 

 また、顧客視点に立脚し、お客様の声を経営に的確にフィードバックする体制構築もコーポレートコミュニケ

ーション機能の一つとして取り組みを進めます。 



４ 【経営上の重要な契約等】 

（1）株式売買契約 

 当社は、平成18年8月31日、連結子会社であるTEAC Australia Pty., Ltd.（本社所在地 30 Tullamarine Park 

Road, Tullamarine, VIC 3043, Australia 代表者 徳重 浩 資本金3,000,000豪ドル 事業の内容 民生用電子機器

製品の輸入・販売）の全株式をTT International Ltd. (本社所在地 10 Toh Guan Road, #10-00, TT 

International Tradepark, Singapore 608838 代表者 Sng Sze Hiang 事業の内容 民生用電子機器製品の輸出

入・販売）に譲渡する、株式売買契約を締結しました。  

その概要は次の通りです。  

  

①  理由：オーストラリア市場に適した民生用電子機器商品投入を拡大し、収益を上げて行くには、当社の商品供

給力で不足が認められた為、強い商品供給力を有するTT International Ltd.へ事業を譲渡し、当社の経営資源

をより付加価値の高い事業へ集中させて行く為。 

②  方法：当社は、TEAC Australia Pty. Ltd.の全株式3,000,000株をTT International Ltd.に譲渡価額１豪ドル

にて譲渡する。当社は、当該譲渡に先立ち、TEAC Australia Pty. Ltd.の債務超過額、将来に予想される損失

見込み額に相当する金額を債権放棄する。 

③  譲渡期日：平成18年10月予定 

  

なお、平成18年10月31日に上記契約に基づく株式譲渡手続きは完了しています。 

  

（2）商標使用許諾契約 

 当社は、平成18年8月31日、同日付株式売買契約に基づくTEAC Australia Pty. Ltd.の株式の譲渡先となるTT 

International Ltd.および譲渡後のTEAC Australia Pty.Ltd.に対して、オーストラリア等に於いて民生用電子機

器製品に「TEAC」商標を使用する譲渡不能の独占的権利を許諾する商標使用許諾契約を締結しました。その概要

は次の通りです。  

  

①  理由：TEAC Australia Pty. Ltd.の株式譲渡に伴い、同社の事業継続、発展のために、当社が所有する

「TEAC」商標の使用許諾が必要である為。 

②  許諾地域：オーストラリア、ニューカレドニア、パプアニューギニアなど 

③  期間：締結日より20年 

④  対価：TEAC Australia Pty. Ltd.の対象商品購入価格に基づく一定率。 

⑤  発効日：平成18年10月予定  

  

なお、平成18年10月31日に上記契約は発効しています。 

  

  



５ 【研究開発活動】 

 グループの研究開発活動は主として提出会社に集中しており、提出会社および現地販売法人において技

術動向・市場動向の情報を集め、提出会社にて開発を担当し、国内外の生産拠点にて生産を行う一方、米

国市場中心の一部のコンシューマ機器製品開発は、米国販社内に設置した開発チームで提出会社と連携を

とりながら研究開発活動を行っております。  

 提出会社の研究開発活動は、各社内カンパニーに所属し、各カンパニーに直結した形で市場のニーズに

いち早く合致した商品の開発を担当する開発部でテーマを分担し、研究開発を推進しております。  

 当連結会計年度中間期の開発人員は207名で、研究開発費として1,469百万円投入しております。  

 当連結会計年度中間期の主な研究開発の概況と成果は次のとおりです。なお、提出会社の研究開発部門

は6部門に区分されており、また、テーマ毎に部門内および部門間で細分化しております。

＜周辺機器製品＞

 主力カテゴリーであるNote-PC向けスリムドライブについては、先期より開始しましたパイオニア社との

共同開発の成果として、コストダウン・開発工数の低減等、シナジー効果を含め、市場投入することが出

来ました。またスリムスロット型ドライブにおいても、上記パイオニア社との共同開発製品を利用し、8㎝ 

Disc対応を初め、エマージェンシー・イジェクト機構を搭載したSuper-Multi Slot-Load ドライブを市場

導入すべく、開発を進めています。  

 Non-PC向け製品に関しては、デジタルオーディオの普及を背景とした、新しいカテゴリーの製品が求め

られる傾向が出てきており、それに対応すべく製品化を行い、市場導入しました。これによりPC業界のみ

ならず、Audio分野での販売拡大を期待しております。  

 今下期に向けて、Comboドライブからの変更では無く、専用のDVD-ROMドライブの開発に着手した他、CD-

ROMに関しても、使用するLSIやメカニズムの見直しを行い、新規にCD-ROMドライブの開発に着手いたしま

した。その他、Comboドライブに関しても、新規ドライブ開発に着手し、コストダウン・生産性の向上に向

けた検討を進めております。 

 他方、業務用CD/DVDラベルプリンターにおいてはコピー業者向け自動ラベルプリントシステム AP-55 の

開発に着手いたしました。

＜コンシューマ機器製品＞

 業務市場向けでは、大型デジタルミキサDM-4800、DVDレコーダにハードディスクを搭載したDV-

RA1000HD、設備向け低価格CDプレイヤ CD-160MK2を開発しました。  

 楽器市場向けでは、CDトレーナー内蔵ギターアンプ GA-100CD、USB PCインタフェイス US-122Lの開発を

完了しました。  

 DJ市場向けにはポータブルDJ CDプレイヤ CD-DJ1を投入しました。  

 コンシューマ市場向けでは、北米、欧州向けの仕入れ商品を中心に、LOGITEC向け、通販（日本国内）へ

の導入を行いました。また、FULL SIZE単品コンポ、CD MICRO、iPod関連商品など20数MODELを導入しま

した。(W-865R、LDS-Ri700、GR-10i、GF-350 etc.)  

 ハイエンド市場向けには、上位機種で培った技術を採用しながらも価格を比較的低価格に押さえた製品

SA-60とDV-60を開発し、エソテリックブランドの価格帯のレンジを拡大しました。特にDV-60は北米のホー

ムシアター市場におけるインストーラを意識した機能を盛り込み、積極的に海外の販路の拡大を図る上で

の戦略的な役割も持たせました。 

＜情報機器製品＞

 ビジネスソリューションズ事業のうち、計測用データレコーダ関連では、ビジュアルデータレコーダAQ-

VUを市場投入し、好評を得ました。また、医療画像レコーダと計測レコーダの技術を融合した次期レコー

ダの開発に着手しました。通話録音再生装置は現行機LA-2000の後継機としてLA-500の開発に着手しまし

た。ビデオシステム事業のうち、機上用記録装置では、従来のアナログ式ビデオレコーダから、ビデオと

共にデータも記録出来るデジタル式データレコーダへの転換が進んでおり、MDR-80シリーズの生産が軌道

に乗ってまいりました。また、機上用エンターテインメント送出装置につきましても、VE-801HDi、AE-

1600SS等デジタル機器の開発は順調に進んでおり、顧客別仕様への対応を広げております。 



第３ 【設備の状況】 

１ 【主要な設備の状況】 

当中間連結会計期間において、以下の設備を売却した。 

  

在外子会社 

 
  

２ 【設備の新設、除却等の計画】 

当中間連結会計期間において、前連結会計年度末に計画した重要な設備の新設、除却等について、重要な変更はな

い。 

また、当中間連結会計期間において、新たに確定した重要な設備の新設・除却等の計画はない。 

  

会社名
事業所名 
(所在地)

事業の
種類別 
セグメント 
の名称

設備の
内容

帳簿価格(百万円) 従業
員数 
(人)建物及び

構築物
土地 
(面積㎡)

合計

ティアックアメリカ INC.
アメリカ現地法人  
(California, U.S.A)

情報機器事
業 
 
 

販売設備 103
124

(6,272.63㎡) 
227 149



第４ 【提出会社の状況】 

１ 【株式等の状況】 

(1) 【株式の総数等】 

① 【株式の総数】 

  

 
  

② 【発行済株式】 

  

 
(注) Ａ種優先株式の内容は次のとおりであります。 

(1) 優先配当金 

(イ)  当社は、剰余金の配当を行うときは、Ａ種優先株式を有する株主（以下「Ａ種優先株主」とい

う。）又はＡ種優先株式の登録株式質権者（以下「Ａ種優先登録株式質権者」という。）に対し、

普通株式を有する株主（以下「普通株主」という。）又は普通株式の登録株式質権者（以下「普通

登録株式質権者」という。）に先立ち、Ａ種優先株式１株につき下記(ロ)に定める額の優先配当金

を支払う。 

(ロ)  優先配当金の額 

１株当りのＡ種優先株式の優先配当金（以下「Ａ種優先配当金」という。）の額は、Ａ種優先株式

の払込価額（50円）に、それぞれの事業年度ごとに下記の年率（以下「Ａ種優先株式年配当率」と

いう。）を乗じて算出した額とする。  

Ａ種優先株式年配当率＝日本円TIBOR（６ヶ月物）＋2.50%  

「日本円TIBOR（６ヶ月物）」とは、平成17年４月１日以降の毎年４月１日（当日が銀行休業日の場

合は翌営業日）（以下「Ａ種優先株式優先配当算出基準日」という。）の、午前11時における日本

円の６ヶ月物トーキョー・インター・バンク・オファード・レート（日本円TIBOR）として全国銀行

協会によって公表される数値のうち、支払うべきＡ種優先配当金に関する事業年度内に含まれる日

に係る数値をいう。  

Ａ種優先株式優先配当算出基準日に日本円TIBOR（６ヶ月物）が公表されない場合、同日（当日が銀

行休業日の場合は翌営業日）ロンドン時間午前11時におけるスクリーン・ページに表示されるロン

ドン銀行間市場出し手レート（ユーロ円LIBOR６ヶ月物（360日ベース））として英国銀行協会（Ｂ

ＢＡ）によって公表される数値又はこれに準ずるものと認められるものを、日本円TIBOR（６ヶ月

物）に代えて用いるものとする。  

日本円TIBOR（６ヶ月物）又はこれに代えて用いる数値は、％未満小数第３位まで算出し、その小数

第３位を四捨五入する。  

  

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 400,000,000

Ａ種優先株式 80,000,000

計 480,000,000

種類
中間会計期間末 
現在発行数(株) 
(平成18年９月30日)

提出日現在
発行数(株) 

(平成18年12月21日)

上場証券取引所名又
は登録証券業協会名

内容

普通株式 191,317,134 191,317,134
東京証券取引所
市場第一部

株主としての権利内容に制限
のない、標準となる株式

Ａ種優先株式 80,000,000 80,000,000 ― (注)

計 271,317,134 271,317,134 ― ―



(ハ)  優先中間配当金 

当社は、Ａ種優先株主又はＡ種優先登録株式質権者に対して、Ａ種優先中間配当は行わない。 

(ニ)  累積条項 

ある事業年度においてＡ種優先株主又はＡ種優先登録株式質権者に対して行う剰余金の配当の額が

Ａ種優先配当金の額に達しないときは、その不足額は翌事業年度以降に累積する。 

(ホ)  非参加条項 

当社は、Ａ種優先株主又はＡ種優先登録株式質権者に対しては、Ａ種優先配当金の額を超えて剰余

金の配当は行わない。 

(2) 残余財産の分配 

当社の残余財産を分配するときは、Ａ種優先株主又はＡ種優先登録株式質権者に対し、普通株主又は普通

登録株式質権者に先立ち、Ａ種優先株式１株につき50円を支払う。  

Ａ種優先株主又はＡ種優先登録株式質権者に対しては、前記のほか残余財産の分配は行わない。  

(3) 取得条項 

当社は、分配可能額の範囲内で、いつでもＡ種優先株式を取得することができる。  

Ａ種優先株式１株当りの取得と引換えに交付する金銭の額は、下記の価額により、Ａ種優先株主又はＡ種

優先登録株式質権者に対して、発行後取得までの間に実際に支払われたＡ種優先配当金の総額を減算した

金額とする。  

平成17年４月１日から平成18年３月31日までの期間については金50円  

平成18年４月１日から平成19年３月31日までの期間については金57円  

平成19年４月１日から平成20年３月31日までの期間については金66円  

(4) 議決権 

Ａ種優先株主は、法令に別段の定めのある場合を除き、株主総会において議決権を有しない。 

(5) 株式の併合又は分割 

当社は、法令に定める場合を除き、Ａ種優先株式について株式の併合又は分割を行わない。 

(6) 募集株式の割当てを受ける権利等の付与 

当社は、株主に募集株式の割当てを受ける権利、募集新株予約権の割当てを受ける権利又は募集新株予約

権付社債の割当てを受ける権利を与えるときは、各々の場合に応じて、普通株主には普通株式の、Ａ種優

先株主にはＡ種優先株式の、募集株式の割当てを受ける権利、募集新株予約権の割当てを受ける権利又は

募集新株予約権付社債の割当てを受ける権利を同時に同一の割合で与える。 

(7) 取得請求権 

Ａ種優先株主は、下記の条件に従って、当社に対して、その保有するＡ種優先株式を当社の普通株式の交

付と引換えに当社に取得させることができる。 

(イ)  取得を請求することができる期間 

平成17年7月1日から平成20年3月31日までとする。 

(ロ)  取得の条件 

Ａ種優先株式は、上記(イ)の期間中、１株につき下記(a)、(b)及び(c)に定める取得価額により、当

社の普通株式の交付と引換えに当社に取得させることができる。 

(a) 当初取得価額 

当初取得価額は50円とする。ただし、平成17年３月30日を払込期日とする普通株式の払込価額

が当初取得価額を下回る場合には、当初取得価額は普通株式の払込価額に修正されるものとす

る。 

(b) 取得価額の修正 

取得価額は、平成17年７月１日以降平成20年３月31日（当該日が営業日でない場合には翌営業

日）までの各取得請求可能日において、Ａ種優先株式の全部又は一部について取得請求がなさ

れる場合には、当該取得請求可能日をもって、当該取得請求可能日に先立つ45取引日目に始ま

る30取引日の株式会社東京証券取引所における当社の普通株式の普通取引の毎日の終値（気配

表示を含む。）の平均値（終値のない日数を除く。）に修正されるものとする（円単位未満小

数第２位まで算出し、その小数第２位を四捨五入する。なお、かかる修正後取得価額は、当該

取得請求がなされたＡ種優先株式を含むＡ種優先株式の全部に適用されるものとする。）。た

だし、当該平均値が当初取得価額の50％に相当する金額（ただし、下記(d)の調整を受ける。）

（以下「下限取得価額」という。）を下回る場合には、修正後取得価額は下限取得価額とす

る。また、当該平均値が当初取得価額の100％に相当する額（ただし、下記(d)の調整を受け

る。）（以下「上限取得価額」という。）を上回る場合には、修正後取得価額は上限取得価額

とする。 

  



  

(c) 取得価額の調整 

Ⅰ  Ａ種優先株式発行後、次のいずれかに該当する場合には、取得価額を次に定める算式

（以下「取得価額調整式」という。）により調整する。取得価額調整式を用いる計算に

ついては、円単位未満小数第２位まで算出し、その小数第２位を四捨五入する。 

 
ｉ    取得価額調整式に使用する時価を下回る払込金額をもって、普通株式を発行又は

自己株式を処分する場合（ただし、株式の分割、株式無償割当て、取得請求権付

株式の取得又は新株予約権の行使による場合を除く。また、株主割当ての場合を

除く。）  

調整後取得価額は、払込期日の翌日以降、これを適用する。なお、自己株式の処

分の場合には、取得価額調整式における「新規発行普通株式数」は「処分自己株

式数」に、「１株当りの払込金額」は「１株当りの処分価額」に、また「自己株

式数」は「処分前自己株式数」に、それぞれ読み替える。  

ⅱ    株式の分割により普通株式を発行する場合 

調整後取得価額は、株式の分割のための株主割当日があるときにはその株主割当

日の翌日以降、株式の分割のための株主割当日がないときには当社の取締役会に

おいて株式分割の効力発生日と定めた日の翌日以降、これを適用する。なお、こ

の場合、取得価額調整式における「（既発行普通株式数－自己株式数）」は「既

発行普通株式数」と読み替える。ただし、剰余金の額を減少して資本金の額を増

加することを条件としてその部分をもって株式の分割により普通株式を発行する

旨を取締役会で決議する場合で、当該剰余金の額を減少して資本金の額を増加す

る決議をする株主総会の終結の日以前の日を株式の分割のための株主割当日とす

る場合には、調整後取得価額は、当該剰余金の額を減少して資本金の額を増加す

る決議をした株主総会の終結の日の翌日以降、これを適用する。 

ⅲ    取得価額調整式に使用する時価を下回る価額をもって普通株式の交付を受けるこ

とができる株式又は権利行使により発行される普通株式１株当りの払込価額が取

得価額調整式に使用する時価を下回ることとなる新株予約権もしくは新株予約権

付社債を発行する場合(ただし、株主割当ての場合を除く。)  

調整後取得価額は、その証券の発行日に、発行される証券の全額が取得又は全て

の新株予約権が行使されたものとみなし、その発行日の翌日以降、これを適用す

る。ただし、当該発行される株式の取得価額又は当該新株予約権の行使に際して

払込みをなすべき１株当りの額が、その払込期日において確定しないという場

合、調整後取得価額は、これらの額が決定される日（以下「価額決定日」とい

う。）において、発行される株式の全額が取得され、もしくは新株予約権の全て

が行使されたものとみなし、価額決定日の翌日以降、これを適用する。 

Ⅱ    上記Ⅰに掲げる場合のほか、合併、株式移転、株式交換、会社の分割、資本の減少、普

通株式の併合等により取得価額の調整を必要とする場合には、取締役会が適当と判断す

る取得価額に変更される。 

Ⅲ    取得価額調整式に使用する１株当りの時価は、調整後取得価額を適用する日（ただし、

上記Ⅰⅱただし書きの場合には株主割当日）に先立つ45取引日目に始まる30取引日の株

式会社東京証券取引所における当社の普通株式の普通取引の毎日の終値（気配表示を含

む。）の平均値（終値のない日数を除く。）とし、その計算は円単位未満小数第２位ま

で算出し、その小数第２位を四捨五入する。なお、上記45取引日の間に、Ⅰ又はⅡで定

める取得価額の調整事由が生じた場合には、取得価額調整式で使用する時価（当該平均

値）は、取締役会が適当と判断する価額に調整される。 

Ⅳ    取得価額調整式に使用する調整前取得価額は、調整後取得価額を適用する前日において

有効な取得価額とする。また、取得価額調整式で使用する既発行普通株式数は、株主割

当日がある場合はその日、株主割当日がない場合は調整後取得価額を適用する日の１ヶ

月前の日における当社の発行済普通株式数とする。 

  

  

（既発行普通株式数－自己株式数）＋
新規発行普通株式数×１株当りの払込金額

調整後 
取得価額

＝
調整前 
取得価額

×
１株当りの時価

（既発行普通株式数－自己株式数）＋新規発行普通株式数



  

Ⅴ    取得価額調整式により算出された調整後取得価額と調整前取得価額との差額が１円未満

にとどまるときは、取得価額の調整はこれを行わない。ただし、その後取得価額の調整

を必要とする事由が発生し、取得価額を算出する場合には、取得価額調整式中の調整前

取得価額に代えて調整前取得価額からこの差額を差し引いた額を使用する。 

(d) 上限取得価額及び下限取得価額の調整 

上記(c)の規定により取得価額の調整を行う場合には、上限取得価額及び下限取得価額について

も、「取得価額」を「上限取得価額」又は「下限取得価額」に置き換えた上で上記(c)の規定を

準用して同様の調整を行う。 

(e) 取得と引換えに交付すべき普通株式数 

Ａ種優先株式の取得と引換えに交付すべき当社の普通株式数は、次のとおりとする。 

 
交付すべき普通株式数の算出に当って１株未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。 

(f) 取得の請求により交付する株式の内容 

当社普通株式 

(g) 取得請求受付場所 

東京都千代田区丸の内一丁目４番５号  

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 証券代行部  

(h) 取得請求の効力の発生 

取得請求の効力は、取得請求書及びＡ種優先株式の株券が上記(g)に記載する取得請求受付場所

に到着したときに発生する。ただし、Ａ種優先株式の株券が発行されていない場合は、株券の

提出を要しないものとする。 

(8) 取得請求後第１回目の配当 

Ａ種優先株式の取得により交付された普通株式に対する最初の剰余金の配当は、取得の請求が４月１日か

ら翌年３月31日までになされたときには４月１日に取得があったものとみなしてこれを支払う。 

(9) 一斉取得条項 

取得を請求することができる期間中に取得請求のなかったＡ種優先株式は、同期間の末日の翌日をもって

当社が取得し、これと引換えにＡ種優先株式１株の払込金相当額を同期間の末日における取得価額で除し

て得られる数の普通株式を交付する。  

普通株式数の算出に当って１株に満たない端数が生じたときは、会社法第234条に定める方法によりこれを

取扱う。  

  

(2) 【新株予約権等の状況】 

該当事項はありません。 

  

取得と引換えに交付すべき 
普通株式数

＝
Ａ種優先株主が取得請求のために提出したＡ種優先株式の払込価額の総額

取得価額



(3) 【発行済株式総数、資本金等の推移】 

  

 
（注） ティアック電子計測株式会社(100%子会社)を吸収合併しましたが、増減はありません。 

  

(4) 【大株主の状況】 

① 普通株式  

平成18年９月30日現在 

 
（注） 上記信託銀行の所有株式数のうち、信託業務に係る株式が以下のとおり含まれております。 

  三菱UFJ信託銀行株式会社               567 千株 

  

② Ａ種優先株式  

                                     平成18年９月30日現在 

 
  

年月日
発行済株式 
総数増減数 
(株)

発行済株式
総数残高 
(株)

資本金増減額
 

(百万円)

資本金残高
 

(百万円)

資本準備金 
増減額 
(百万円)

資本準備金
残高 
(百万円)

平成18年９月30日 ― 271,317,134 ― 5,773 ― ―

氏名又は名称 住所
所有株式数
(千株)

発行済株式 
総数に対する 
所有株式数 
の割合(％)

フェニックス・キャピタル・パ
ートナーズ・ワン投資事業組合

東京都千代田区丸の内2-2-1岸本ビル９階 120,000 62.72

株式会社みずほコーポレート銀
行 
(常任代理人 資産管理サービス
信託銀行株式会社)

東京都千代田区丸の内1-3-3
(東京都中央区晴海1-8-12)

3,433 1.79

株式会社三菱東京UFJ銀行 東京都千代田区丸の内2-7-1 3,433 1.79

明治安田生命保険相互会社 
(常任代理人 資産管理サービス
信託銀行株式会社)

東京都千代田区丸の内2-1-1
(東京都中央区晴海1-8-12)

2,359 1.23

東京海上日動火災保険株式会社 東京都千代田区丸の内1-2-1 2,007 1.05

日本生命保険相互会社 東京都千代田区丸の内1-6-6 1,874 0.98

三菱UFJ信託銀行株式会社 東京都千代田区丸の内1-4-5 1,363 0.71

株式会社損害保険ジャパン 東京都新宿区西新宿1-26-1 1,342 0.70

株式会社相川プレス工業 山梨県都留市鹿留1061 1,023 0.53

ティアック社員持株会 東京都武蔵野市中町3-7-3 791 0.41

計 ― 137,628 71.94

氏名又は名称 住所
所有株式数
(千株)

発行済株式 
総数に対する 
所有株式数 
の割合(％)

フェニックス・キャピタル・パ
ートナーズ・ワン投資事業組合

東京都千代田区丸の内2-2-1岸本ビル９階 80,000 100.00

計 ― 80,000 100.00



(5) 【議決権の状況】 

① 【発行済株式】 

平成18年９月30日現在 

 
(注) １ 「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が、29,000株(議決権29個)含

まれております。 

２ 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式386株が含まれております。 

  

② 【自己株式等】 

平成18年９月30日現在 

 
(注) 株主名簿上は、当社名義となっているが、実質的に所有していない株式が1,000株 (議決権1個)あります。 

なお、当該株式数は上記「発行済株式」の「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式に含めております。 

  

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式
 A種優先株式 
      80,000,000

―
「1株式等の状況」「(1)株式の総数 
等」 「②発行済株式」の注記参照

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)
(自己保有株式) 
普通株式 
           449,000

―
株主としての権利内容に制限のな
い、標準となる株式

完全議決権株式(その他)
普通株式 
       188,985,000

188,985 同上

単元未満株式
普通株式 
       1,883,134

― 同上

発行済株式総数 271,317,134 ― ―

総株主の議決権 ― 188,985 ―

所有者の氏名 
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数 
(株)

他人名義
所有株式数 
(株)

所有株式数 
の合計 
(株)

発行済株式 
総数に対する
所有株式数 
の割合(％)

(自己保有株式) 
ティアック株式会社

東京都武蔵野市中町 
３-７-３

449,000 ― 449,000 0.17

計 ― 449,000 ― 449,000 0.17



２ 【株価の推移】 

【当該中間会計期間における月別最高・最低株価】 

  

 
(注) 上記の株価は東京証券取引所市場第一部におけるものであります。 

  

３ 【役員の状況】 

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当半期報告書提出日までの役員の異動は、次のとおりでありま

す。 

（1）退任役員 

月別 平成18年４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月

最高(円) 202 178 173 160 160 152

最低(円) 172 150 122 123 128 125

役名 職名 氏名 退任年月日

取締役 ― 山口 一 平成18年 7月 1日

取締役 ― 安東泰志 平成18年10月16日

監査役 ―  志茂坂康史 平成18年10月16日



第５ 【経理の状況】 

１ 中間連結財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について 

(1)  当社の中間連結財務諸表は、「中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成11年大蔵省

令第24号。以下「中間連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成しております。 

   なお、前中間連結会計期間(平成17年４月１日から平成17年９月30日まで)は改正前の中間連結財務諸表規則

に基づき、当中間連結会計期間(平成18年４月１日から平成18年９月30日まで)は改正後の中間連結財務諸表規

則に基づいて作成しております。                     

(2)  当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38

号。以下「中間財務諸表等規則」という。)に基づいて作成しております。 

   なお、前中間会計期間(平成17年４月１日から平成17年９月30日まで)は改正前の中間財務諸表等規則に基づ

き、当中間会計期間(平成18年４月１日から平成18年９月30日まで)は改正後の中間財務諸表等規則に基づいて

作成しております。                     

  

  

２ 監査証明について 

当社は、証券取引法第193条の２の規定に基づき、前中間連結会計期間(平成17年４月１日から平成17年９月30日

まで)及び前中間会計期間(平成17年４月１日から平成17年９月30日まで)並びに当中間連結会計期間(平成18年４月

１日から平成18年９月30日まで)及び当中間会計期間(平成18年４月１日から平成18年９月30日まで)の中間連結財務

諸表及び中間財務諸表について、新日本監査法人により中間監査を受けております。 

  



１ 【中間連結財務諸表等】 

(1) 【中間連結財務諸表】 

① 【中間連結貸借対照表】 

  

 
  

前中間連結会計期間末

(平成17年９月30日)

当中間連結会計期間末

(平成18年９月30日)

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
(平成18年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

(資産の部)

Ⅰ 流動資産

 １ 現金及び預金 ※２ 9,477 6,660 8,064

 ２ 受取手形及び売掛金
※2 
3,4

11,592 11,049 12,803

 ３ 有価証券 200 ― ―

 ４ たな卸資産 ※２ 14,574 11,460 11,547

 ５ 繰延税金資産 587 458 527

 ６ その他 1,849 1,227 1,215

   貸倒引当金 △370 △290 △313

   流動資産合計 37,911 84.6 30,567 82.3 33,844 83.0

Ⅱ 固定資産

 １ 有形固定資産

  (1) 建物及び構築物 ※1,2 2,227 2,045 2,222

  (2) 機械装置及び 
    運搬具

※１ 687 623 579

  (3) 工具器具 
    及び備品

※１ 636 467 464

  (4) 土地 ※２ 1,475 1,355 1,459

  (5) 建設仮勘定 7 7 4

  (6) その他 ※１ 27 5,061 11.3 ― 4,498 12.1 21 4,751 11.6

 ２ 無形固定資産

  (1) ソフトウェア 47 51 45

  (2) その他 353 400 0.9 319 370 1.0 454 499 1.2

 ３ 投資その他の資産

  (1) 投資有価証券 ※２ 827 925 947

  (2) 長期貸付金 94 93 93

  (3) 繰延税金資産 168 146 157

  (4) 破産更生債権等 3,857 216 216

  (5) その他 325 539 494

    貸倒引当金 △3,858 1,415 3.2 △216 1,704 4.6 △217 1,695 4.2

   固定資産合計 6,877 15.4 6,574 17.7 6,946 17.0

   資産合計 44,788 100.0 37,141 100.0 40,791 100.0



 
  

前中間連結会計期間末

(平成17年９月30日)

当中間連結会計期間末

(平成18年９月30日)

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
(平成18年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

(負債の部)

Ⅰ 流動負債

 １ 支払手形及び買掛金 ※４ 9,209 7,559 7,388

 ２ 短期借入金 ※２ 13,611 10,102 11,731

  ３  一年内に返済予定 
   の長期借入金

― 366 583

  ４  一年内に償還予定 
   の社債

― 500 ―

 ５ 未払金 1,517 600 776

 ６ 未払法人税等 142 128 158

 ７ 賞与引当金 631 483 573

 ８ 未払費用 2,348 3,102 2,567

 ９ 製品保証引当金 ― 102 122

１０ 返品調整引当金 ― 113 190

１１ 繰延税金負債 106 84 78

１２ その他 1,340 583 943

   流動負債合計 28,907 64.5 23,728 63.9 25,113 61.6

Ⅱ 固定負債

 １ 社債 500 ― 500

 ２ 長期借入金 ※２ 5,339 4,949 5,060

 ３ 退職給付引当金 7,252 7,190 7,173

 ４ 繰延税金負債 48 39 54

 ５ その他 88 38 33

   固定負債合計 13,229 29.6 12,217 32.9 12,821 31.4

   負債合計 42,137 94.1 35,946 96.8 37,935 93.0

(少数株主持分)

  少数株主持分 41 0.1 ― ― 53 0.1

(資本の部)

Ⅰ 資本金 5,773 12.9 ― ― 5,773 14.2

Ⅱ 利益剰余金 △571 △1.3 ― ― △857 △2.1

Ⅲ その他有価証券 
  評価差額金

22 0.0 ― ― 78 0.2

Ⅳ 為替換算調整勘定 △2,552 △5.7 ― ― △2,125 △5.2

Ⅴ 自己株式 △61 △0.1 ― ― △66 △0.2

   資本合計 2,610 5.8 ― ― 2,802 6.9

   負債、少数株主持分 
   及び資本合計

44,788 100.0 ― ― 40,791 100.0



 
  

前中間連結会計期間末

(平成17年９月30日)

当中間連結会計期間末

(平成18年９月30日)

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
(平成18年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

(純資産の部)

Ⅰ 株主資本

 １ 資本金 ― 5,773 15.5 ―

 ２ 利益剰余金 ― △2,620 △7.0 ―

 ３ 自己株式 ― △71 △0.2 ―

   株主資本合計 ― 3,081 8.3 ―

Ⅱ 評価・換算差額等

 １ その他有価証券 
   評価差額金

― 57 0.2 ―

 ２ 為替換算調整勘定 ― △1,987 △5.4 ―

   評価・換算差額等 
   合計

― △1,929 △5.2 ―

Ⅲ 少数株主持分 ― 42 0.1 ―

   純資産合計 ― 1,194 3.2 ―

   負債純資産合計 ― 37,141 100.0 ―



② 【中間連結損益計算書】 

  

 
  
  

前中間連結会計期間

(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間連結会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前連結会計年度の
要約連結損益計算書
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(百万円)
百分比
(％)

金額(百万円)
百分比
(％)

金額(百万円)
百分比
(％)

Ⅰ 売上高 39,179 100.0 32,367 100.0 84,778 100.0

Ⅱ 売上原価 28,969 73.9 23,908 73.9 63,567 75.0

   売上総利益 10,209 26.1 8,458 26.1 21,210 25.0

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※１ 9,833 25.1 9,054 27.9 19,420 22.9

   営業利益又は 
   営業損失(△)

375 1.0 △595 △1.8 1,790 2.1

Ⅳ 営業外収益

 １ 受取利息 115 83 113

 ２ 受取配当金 1 9 8

 ３ 持分法による 
   投資利益

53 43 90

 ４ 為替差益 75 89 258

 ５ その他 248 493 1.2 254 481 1.5 509 980 1.2

Ⅴ 営業外費用

 １ 支払利息 399 386 651

 ２ 手形売却損 59 14 340

 ３ 退職給付会計基準 
   変更時差異償却額

227 227 455

 ４ たな卸資産廃棄損 54 28 347

 ５ その他 59 800 2.0 132 789 2.5 142 1,937 2.3

   経常利益又は 
   経常損失(△)

69 0.2 △903 △2.8 833 1.0



 
  

前中間連結会計期間

(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間連結会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前連結会計年度の
要約連結損益計算書
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(百万円)
百分比
(％)

金額(百万円)
百分比
(％)

金額(百万円)
百分比
(％)

Ⅵ 特別利益

 １ 固定資産売却益 ※２ 7 119 109

 ２ 貸倒引当金戻入益 87 ― 152

 ３ 前期損益修正益 110 ― 150

 ４ その他 2 207 0.5 ― 119 0.4 ― 412 0.5

Ⅶ 特別損失

 １ 固定資産除却売却損 ※３ 6 2 103

 ２ 減損損失 ※５ ― 25 105

 ３ 投資有価証券売却損 ― ― 3

 ４ 投資有価証券評価損 ― ― 3

 ５ 過年度特許権実施料 44 13 49

 ６ 関係会社譲渡に伴 
   う損失

― 730 ―

 ７ 関係会社閉鎖に伴 
   う損失

― ― 102

 ８ 過年度返品調整引当 
   金繰入額

275 ― 275

 ９ 過年度製品保証引当 
   金繰入額

119 ― 119

１０ 過年度売上高修正損 93 ― 93

１１ 過年度持分法投資 
   損益修正損

325 ― 325

１２ 関係会社事業再構築 
   費用

531 ― 1,084

１３ 企業年金基金一括 
   拠出金

― ― 197

１４ 前期損益修正損 ― 10 ―

１５ その他 25 1,421 3.6 ― 781 2.4 66 2,530 3.0

   税金等調整前 
   中間(当期)純損失

1,145 △2.9 1,565 △4.8 1,284 △1.5

   法人税、住民税 
   及び事業税

※４ 189 132 113

   過年度法人税、住民 
   税及び事業税

11 64 31

   法人税等調整額 ― 201 0.5 ― 196 0.6 133 278 0.4

   少数株主利益又は 
   少数株主損失(△)

3 0.0 △0 △0.0 14 0.0

   中間(当期)純損失 1,349 △3.4 1,762 △5.4 1,577 △1.9



③ 【中間連結剰余金計算書】 

  

 
  

  

前中間連結会計期間

(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

前連結会計年度

(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(百万円) 金額(百万円)

(資本剰余金の部)

Ⅰ 資本剰余金期首残高 21,940 21,940

Ⅱ 資本剰余金減少高

   利益剰余金振替による 
   資本剰余金減少高

21,940 21,940 21,940 21,940

Ⅲ 資本剰余金 
    中間期末（期末）残高

─ ─

(利益剰余金の部)

Ⅰ 利益剰余金期首残高 △21,161 △21,161

Ⅱ 利益剰余金増加高

  資本剰余金取崩に伴う 
  利益剰余金増加高

21,940 21,940 21,940 21,940

Ⅲ 利益剰余金減少高

  連結子会社清算による 
  減少高

─ 58

  中間(当期)純損失 1,349 1,577

  役員賞与 0 1,350 0 1,636

Ⅳ 利益剰余金 
  中間期末(期末)残高

△571 △857



④ 【中間連結株主資本等変動計算書】 

当中間連結会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 

  

 
  

 
  

株主資本

資本金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成18年３月31日残高(百万円) 5,773 △857 △66 4,848

中間連結会計期間中の変動額

 中間純損失 △1,762 △1,762

 自己株式の取得 △4 △4

 株主資本以外の項目の中間連結 
 会計期間中の変動額(純額)

中間連結会計期間中の変動額合計 
(百万円)

― △1,762 △4 △1,766

平成18年９月30日残高(百万円) 5,773 △2,620 △71 3,081

評価・換算差額等

少数株主
持分

純資産合計その他 
有価証券 
評価差額金

為替換算
調整勘定

評価・換算
差額等合計

平成18年３月31日残高(百万円) 78 △2,125 △2,046 53 2,855

中間連結会計期間中の変動額

 中間純損失 △1,762

 自己株式の取得 △4

 株主資本以外の項目の中間連結 
 会計期間中の変動額(純額)

△20 137 116 △10 105

中間連結会計期間中の変動額合計 
(百万円)

△20 137 116 △10 △1,660

平成18年９月30日残高(百万円) 57 △1,987 △1,929 42 1,194



⑤ 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】 

  

 
  

前中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円)

Ⅰ 営業活動による 

  キャッシュ・フロー

   税金等調整前 
   中間(当期)純損失

△1,145 △1,565 △1,284

   減価償却費 342 370 777

   減損損失 ― 24 101

   貸倒引当金増減額 △40 △32 △3,757

   退職給付引当金増減額 △21 16 △58

   賞与引当金増減額 5 △90 △56

   製品保証引当金増減額 ― △19 122

   返品調整引当金増減額 ― △76 190

   受取利息及び受取配当金 △116 △93 △122

   支払利息 399 386 651

    手形売却損 59 ― ―

   為替差損益 44 ― △0

   持分法投資利益 △53 △43 △90

   過年度持分法 
   投資損益修正損

― ― 325

   有形固定資産除却売却損 6 2 103

   有形固定資産売却益 △7 △119 △109

   投資有価証券売却損 3 ― ―

   投資有価証券評価損 ― ― 3

   売上債権増減額 1,714 1,898 805

   たな卸資産増減額 △1,301 204 1,505

   仕入債務増減額 △3,198 147 △4,266

   その他流動資産増減額 △347 0 723

   その他流動負債増減額 482 △178 △1,399

   その他固定資産増減額 193 110 3,212

   その他固定負債増減額 △42 △2 △118

    小計 △3,022 939 △2,742

   利息及び配当金の受取額 132 107 138

   利息の支払額 △399 △397 △551

   手形売却損 △59 ― ―

   法人税等の支払額 73 △52 △173

  営業活動による 
  キャッシュ・フロー

△3,275 596 △3,329

Ⅱ 投資活動による 
  キャッシュ・フロー

   有価証券の売却 
   による収入

― ― 200

   有形固定資産 
   の取得による支出

△557 △358 △795

   有形固定資産 
    の売却による収入

158 408 315

   投資有価証券 
   の取得による支出

― △0 △1

   貸付けによる支出 △1 △0 △1

   貸付金の回収による収入 0 0 1

  投資活動による 
  キャッシュ・フロー

△400 49 △281



次へ 

 
  

前中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円)

Ⅲ 財務活動による 
  キャッシュ・フロー

   短期借入れによる収入 1,498 229 2,138

   短期借入金の返済 
   による支出

△7,943 △1,866 △9,415

   長期借入れによる収入 4,950 ― 4,927

   長期借入金の返済 
   による支出

△803 △327 △1,546

   自己株式の取得 
   による支出

△5 △4 △10

  財務活動による 
  キャッシュ・フロー

△2,303 △1,968 △3,906

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る 
  換算差額

381 △81 505

Ⅴ 現金及び現金同等物 
  の増減額

△5,597 △1,403 △7,010

Ⅵ 現金及び現金同等物 
  の期首残高

15,075 8,064 15,075

Ⅶ 現金及び現金同等物の 
  中間期末(期末)残高

※１ 9,477 6,660 8,064



次へ 

 継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況 

  
 

  

前中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

当社グループは、前連結会計年度

において21,979百万円の大幅な当期

純損失を計上し、当中間連結会計期

間においても引続き1,349百万円の

中間純損失を計上している。また、

営業キャッシュ・フローも3,275百

万円のマイナスとなっている。当該

状況により、継続企業の前提に関す

る重要な疑義が存在している。 

  

 当社グループにおいては、当該状

況を解消すべく希望退職等のリスト

ラを実施し,平成17年1月31日に発表

した中期事業計画を着実に実行し、

収益構造の改善・PC-ODD事業の収益

改善・在庫管理の徹底・欧州地域の

事業改善および組織執行体制の改善

を図ると共に、取引銀行との継続取

引を始め、平成17年3月30日付でフ

ェニックス・キャピタル株式会社が

運営するフェニックス・キャピタ

ル・パートナーズ・ワン投資事業組

合を引き受け先とする第三者割り当

て増資により100億円の資金調達を

行い、財務体質の改善を図りまし

た。 以上により、中期事業計画達

成に向けての主要事前施策は、本年

3月をもって完了することができま

した。 

 

 当中間連結会計期間において 

は、第一部第２－３「対処すべき課

題」に記載のとおり、クロスファン

クショナルチーム（CFT)が発足され

各々の課題に対する問題解決、アク

ションプランの立案を行いました。  

 中間連結財務諸表は継続企業を前

提として作成しており、このような

重要な疑義の影響を中間連結財務諸

表に反映していません。

当社グループは、平成17年3月期

の連結会計年度において21,979百万

円の大幅な当期純損失を計上し、同

連結会計年度に策定した「中期事業

計画」の遂行途上にあるが、前連結

会計年度において経常損益は黒字化

したものの多額の事業再構築費用の

追加発生により、引続き1,577百万

円の当期純損失を計上、営業キャッ

シュ・フローも3,329百万円のマイ

ナスとなっている。 

 当中間連結会計期間は営業キャッ

シュ・フローは596百万円のプラス

になったものの、主として周辺機器

の主要部品である光ピックアップの

不具合による光ドライブ新製品の開

発中止に伴い経常損益は903百万円

の赤字となり、ティアック オース

トラリアPTY.,LTD.の売却に伴う特

別損失730百万円の計上により、中

間純損失は1,762百万円となった。

当該状況により、継続企業の前提に

関する重要な疑義が存在している。 

  

 当社グループにおいては、当該状

況を解消すべく希望退職等のリスト

ラを実施し、平成17年1月31日に発

表した中期事業計画を着実に実行

し、収益構造の改善・PC-ODD事業の

収益改善・在庫管理の徹底・欧州地

域の事業改善および組織執行体制の

改善を図るとともに、取引銀行との

継続取引を始め、平成17年3月30日

付でフェニックス・キャピタル株式

会社が運営するフェニックス・キャ

ピタル・パートナーズ・ワン投資事

業組合を引き受け先とする第三者割

当増資により100億円の資金調達を

行い、財務体質の改善を図った。 

 当中間連結会計期間においては、

「第2 事業の状況 3.対処すべき課

題」に記載のクロスファンクショナ

ルチーム（CFT）による、各々の課

題に対する問題解決、アクションプ

ランを現在実施中である。また、当

初は想定できなかった損失を計上し

たティアックオーストラリア

PTY.,LTD.については、平成18年10

月31日に譲渡を完了し、前述の光ド

ライブ関連の不具合については、他

社との共同開発の推進により新製品

を開発、販売を開始している。 

 中間連結財務諸表は継続企業を前

提として作成しており、このような

重要な疑義の影響を中間連結財務諸

表に反映していない。 

当社グループは、前連結会計年度

において21,979百万円の大幅な当期

純損失を計上し、前連結会計年度に

策定した「中期事業計画」の遂行途

上にあるが、当連結会年度において

経常損益は黒字化したものの多額の

事業再構築費用の追加発生により、

引続き1,577百万円の当期純損失を

計上している。当該状況により、継

続企業の前提に関する重要な疑義が

存在している。 

  

 当社グループにおいては、当該状

況を解消すべく希望退職等のリスト

ラを実施し,平成17年1月31日に発表

した中期事業計画を着実に実行し、

収益構造の改善・PC-ODD事業の収益

改善・在庫管理の徹底・欧州地域の

事業改善および組織執行体制の改善

を図るとともに、取引銀行との継続

取引を始め、平成17年3月30日付で

フェニックス・キャピタル株式会社

が運営するフェニックス・キャピタ

ル・パートナーズ・ワン投資事業組

合を引き受け先とする第三者割り当

て増資により100億円の資金調達を

行い、財務体質の改善を図った。 

 以上により、中期事業計画達成に

向けての主要事前施策は、前年3月

をもって完了することができた。 

 当連結会計年度においては、「第

2 事業の状況 3.対処すべき課題」

に記載のとおり、クロスファンクシ

ョナルチーム（CFT)が発足され、

各々の課題に対する問題解決、アク

ションプランの立案を行い、現在実

行中である。 

 連結財務諸表は継続企業を前提と

して作成しており、このような重要

な疑義の影響を連結財務諸表に反映

していない。



中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

  

 
  

項目
前中間連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
  至 平成17年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

１ 連結の範囲に関する 

事項

(1) 連結子会社の数24社

    主要な連結子会社名
 

  ティアック アメリカ 
  INC.

(1) 子会社数22社が連結さ

れており、その主要な

子会社は以下のとおり

である。
 
 ティアック アメリカ
  INC.

(1) 子会社数23社が連結さ

れており、その主要な

子会社は以下のとおり

である。

ティアック アメリカ 
  INC.

   台湾ティアック有限公 
  司 
  ティアック ヨーロッ 
  パ GmbH. 
  ティアック エレクト 
  ロニクス(M)Sdn.Bhd. 
  P.T.ティアック エレ 
  クトロニクス インド 
  ネシア 
  東莞東発ティアック 
   オ ー デ ィオ  
  CO.,LTD. 
  株式会社ティアックエ 
  ソテリック カンパニ 
   ー 
  ティアックオーストラ 
  リアPTY.，LTD．

台湾ティアック有限公
司 
ティアック ヨーロッ
パ GmbH. 
ティアック エレクト
ロニクス(M)Sdn.Bhd. 
P.T.ティアック エレ
クトロニクス インド
ネシア 
東莞東発ティアック 
オ ー デ ィ オ 
CO.,LTD. 
株式会社ティアックエ
ソテリック カンパニ
ー

台湾ティアック有限公 
  司 
  ティアック ヨーロッ 
  パ GmbH. 
  ティアック エレクト 
  ロニクス(M)Sdn.Bhd. 
  P.T.ティアック エレ 
  クトロニクス インド 
  ネシア 
  東莞東発ティアック 
   オ ー デ ィオ  
  CO.,LTD. 
  株式会社ティアックエ 
  ソテリック カンパニ 
   ー 
  ティアックオーストラ 
  リアPTY.，LTD．

(2) 当中間連結会計期間に

おいて、オーストラリ

アにティアック オー

ストラリアPTY.,LTDを

設立して、連結の範囲

に追加した。

(2) ───────── (2) 当連結会計年度におい

て、オーストラリアに

ティアック オースト

ラリアPTY.,LTDを設立

して、連結の範囲に追

加した。

(3) ───────── (3) ───────── (3) 平成17年12月末付でテ

ィアックフランスS.A. 

の清算手続きが完了、

解散した。

(4) ───────── (4) 平成18年2月14日の取

締役会において、ティ

アックイタリーS.p.A

の解散を決議、現在、

清算手続き中である。

(4) 同左



 
  

項目
前中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

(5) ───────── (5) ティアック電子計測株

式会社は、平成18年4

月1日にティアック株

式会社に吸収合併され

たため、連結の範囲か

ら除外した。

(5) ─────────

２ 持分法の適用に関す 

る事項

(1) 持分法適用の関連会社

は、東京システム運輸

株式会社および東京ユ

ニオン物流株式会社の

2社である。

(1) 同左 (1) 同左

 

(2) 関連会社１社(トータ

ル  ケ ア サ ー ビ ス

PTY.,LTD.)は中間純損

益及び利益剰余金等に

及ぼす影響が軽微であ

り、かつ、全体として

重要性がないため、当

該会社に対する投資に

ついては持分法を適用

せず原価法により評価

している。

(2) 同左 (2) 関連会社１社(トータ

ル  ケ ア サ ー ビ ス

PTY.,LTD.)は当期純損

益及び利益剰余金等に

及ぼす影響が軽微であ

り、かつ、全体として

重要性がないため、当

該会社に対する投資に

ついては持分法を適用

せず原価法により評価

している。

(3) 持分法適用会社であっ

たティアックオースト

ラリアPTY.,LTD.(現社

名、ACN 005 408 462 

PTY.,LTD.)は、現在清

算手続き中であり、破

産管財人の管理下にあ

るため、持分法の範囲

から除外した。

(3) ───────── (3) 持分法適用会社であっ

たティアックオースト

ラリアPTY.,LTD.(現社

名、ACN 005 408 462 

PTY.,LTD.)は、現在清

算手続き中であり、破

産管財人の管理下にあ

るため、持分法の範囲

から除外した。

(4) 持分法適用会社のう

ち、中間決算日が中間

連結決算日と異なる会

社については、各社の

中間会計期間にかかる

中間財務諸表を使用し

ている。

(4) 同左 (4) 持分法適用会社のう

ち、決算日が連結決算

日と異なる会社につい

ては、各社の事業年度

にかかる財務諸表を使

用している。

 



 
  

項目
前中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

３ 連結子会社の中間

決算日(決算日)等

に関する事項

連結会社のうち、東莞東

発ティアックオーディオ

Co.,Ltd.、ティアック上海 

LTD.の中間決算日は平成17

年６月30日である。中間連

結財務諸表の作成に当って

は、同中間決算日現在の中

間財務諸表を使用してい

る。 ただし、平成17年７

月１日から中間連結決算日

の平成17年９月30日までの

期間に発生した重要な取引

については、連結上必要な

調整を行っている。

連結会社のうち、東莞東

発ティアックオーディオ

Co.,Ltd.、ティアック上海 

LTD.の中間決算日は平成18

年６月30日である。中間連

結財務諸表の作成に当って

は、同中間決算日現在の中

間財務諸表を使用してい

る。 ただし、平成18年７

月１日から中間連結決算日

の平成18年９月30日までの

期間に発生した重要な取引

については、連結上必要な

調整を行っている。

連結会社のうち、東莞東

発ティアックオーディオ

Co.,Ltd.及びティアック上

海LTD.の決算日は12月31日

である。連結財務諸表の作

成に当っては、同決算日現

在の財務諸表を使用してい

る。 ただし、重要な取引

については、連結上必要な

調整を行っている。

４ 会計処理基準に関

する事項

(1) 重要な資産の評価基準

及び評価方法

(1) 重要な資産の評価基準

及び評価方法

(1) 重要な資産の評価基準

及び評価方法

①有価証券 ①有価証券 ①有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

中間連結決算日の

市場価格等に基づ

く時価法(評価差

額は全部資本直入

法により処理し、

売却原価は主とし

て移動平均法によ

り 算 定 し て い

る。)

その他有価証券

時価のあるもの

中間連結決算日の

市場価格等に基づ

く時価法(評価差

額は全部純資産直

入法により処理

し、売却原価は主

として移動平均法

により算定してい

る。)

その他有価証券

時価のあるもの

期末日の市場価格

等に基づく時価法

(評価差額は移動

平均法により算定

し、全部資本直入

法により処理して

いる。)

時価のないもの

主として移動平均

法による原価法

時価のないもの

移動平均法による

原価法

時価のないもの

同左

②デリバティブ

時価法

②デリバティブ

特例処理を採用し

ている金利スワッ

プを除き、時価法

によっている。

②デリバティブ

同左

③たな卸資産

主として移動平均法

による低価法により評

価している。

③たな卸資産

  同左

③たな卸資産

  同左



 
  

項目
前中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

(2) 重要な減価償却資産の

減価償却の方法
 ①有形固定資産

・当社及び国内連結子 

 会社   

  主として定率法に  

 よっている。  

  ただし、平成10年  

 4月1日以降に取得 

 した建物(附属設備 

 を除く)は定額法に 

 よっている。 

 

 

  

(2) 重要な減価償却資産の

減価償却の方法
①有形固定資産
・当社及び国内連結子 

 会社  
  同左

(2) 重要な減価償却資産の

減価償却の方法
①有形固定資産
・当社及び国内連結子 

 会社   

 主として定率法に  

 よっている。  

  ただし、建物(附属 

 設備を除く)につい 

 ては、平成10年4月 

 １日以降に取得し 

 た建物(附属設備を 

 除く)は定額法によ 

 っている。

 ・在外連結子会社   

   主として定額法に 

  よっている。
    なお、主な耐用年数
   は以下のとおりであ 
   る。
   建物及び構築物
   ３～50年
   機械装置及び運搬具
   ４～11年
   工具器具及び備品
   ２～10年

 ・在外連結子会社   

   主として定額法に 

  よっている。
 なお、主な耐用年数

   は以下のとおりであ 
   る。
  建物及び構築物
  ３～50年
  機械装置及び運搬具
  ４～15年
  工具器具及び備品
  ２～15年

 ・在外連結子会社   

   主として定額法に 

  よっている。
 なお、主な耐用年数

   は以下のとおりであ 
   る。
  建物及び構築物
  ３～50年
  機械装置及び運搬具
  ４～11年
  工具器具及び備品
  ２～10年

②無形固定資産

定額法を採用してい

る。

なお、自社利用のソフ

トウェアについては、

社内における利用可能

期間(５年)に基づく定

額法を採用している。

②無形固定資産

 同左

②無形固定資産

 同左

(3) 重要な引当金の計上基
  準
 ①貸倒引当金
   債権の貸倒れに備え

るため、当社及び国内

連結子会社は、一般債

権については貸倒実績

率により、貸倒懸念債

権等特定の債権につい

ては個別にその回収可

能性を考慮して回収不

能見込額を計上してい

る。在外連結子会社

は、個別判定による回

収不能見込額を計上し

ている。

(3) 重要な引当金の計上基
  準
①貸倒引当金
 同左

(3) 重要な引当金の計上基
  準
①貸倒引当金
   当社及び国内連結子

会社は、一般債権につ

いては貸倒実績率によ

り、貸倒懸念債権等特

定の債権についてはそ

の回収可能性を考慮し

て計上している。在外

連結子会社は、個別判

定による回収不能見込

額を計上している。 

 



 
  

項目
前中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

②賞与引当金

従業員に対して支給

する賞与の支出に充て

るため、支給見込額の

当中間連結会計期間負

担分を計上している。

②賞与引当金

従業員の賞与支給に備

えるため、主として支

給見込額のうち当中間

連結会計期間負担額を

計上している。

②賞与引当金

従業員の賞与支給に備

えるため、主として支

給見込額のうち当連結

会計年度負担額を計上

している。

③退職給付引当金

従業員の退職給付に

備えるため、主として

当連結会計年度末にお

ける退職給付債務及び

年金資産の見込額に基

づき、当中間連結会計

期間末において発生し

ていると認められる額

を計上している。

なお、会計基準変更

時差異については、12

年による按分額を費用

処理し営業外費用に計

上している。

また、数理計算上の

差異は定率法(10年)に

より、過去勤務債務は

定額法(12年)により発

生連結会計年度より費

用処理している。

③退職給付引当金

 同左

③退職給付引当金

従業員の退職給付に

備えるため、主として

当連結会計年度末にお

ける退職給付債務及び

年金資産の見込額に基

づき、当連結会計年度

末において発生してい

ると認められる額を計

上している。

なお、会計基準変更

時差異については、12

年による按分額を費用

処理し営業外費用に計

上している。

また、数理計算上の

差異は定率法(10年)に

より、過去勤務債務は

定額法(12年)により発

生連結会計年度より費

用処理している。

④返品調整引当金

 製品の返品による 

 損失に備えるため、過 

 去の返品実績率に基づ 

 く返品損失見込額を計 

 上している。

④返品調整引当金

 同左

④返品調整引当金

   同左

⑤製品保証引当金

 製品の保証期間内に 

 係るアフターサービス 

 に要する費用の支出に 

 備えるため、過去の支 

 出実績に基づくアフタ 

 ーサービス費用の今後 

 の支出見込額を計上し 

 ている。 

 

⑤製品保証引当金

 同左

⑤製品保証引当金

   同左

(4) 中間連結財務諸表の作

成の基礎となった連結

会社の中間財務諸表の

作成に当たって採用し

た重要な外貨建の資産

又は負債の本邦通貨へ

の換算の基準

(4) 中間連結財務諸表の作

成の基礎となった連結

会社の中間財務諸表の

作成に当たって採用し

た重要な外貨建の資産

又は負債の本邦通貨へ

の換算の基準

(4) 連結財務諸表の作成の

基礎となった連結会社

の財務諸表の作成に当

たって採用した重要な

外貨建の資産又は負債

の本邦通貨への換算の

基準

   



 
  

項目
前中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

外貨建金銭債権債務

は、中間連結決算日の

直物為替相場により円

貨に換算し、換算差額

は損益として処理して

いる。 なお、在外子

会社等の資産及び負債

並びに収益及び費用

は、中間連結決算日の

直物為替相場により円

貨に換算し、換算差額

は資本の部における為

替換算調整勘定に含め

ている。

外貨建金銭債権債務

は、中間連結決算日の

直物為替相場により円

貨に換算し、換算差額

は損益として処理して

いる。 なお、在外子

会社等の資産及び負債

並びに収益及び費用

は、中間連結決算日の

直物為替相場により円

貨に換算し、換算差額

は純資産の部における

為替換算調整勘定及び

少数株主持分に含めて

いる。

外貨建金銭債権債務

は、連結決算日の直物

為替相場により円貨に

換算し、換算差額は損

益として処理してい

る。 なお、在外子会

社等の資産及び負債並

びに収益及び費用は、

連結決算日の直物為替

相場により円貨に換算

し、換算差額は資本の

部における為替換算調

整勘定に含めている。

(5) 重要なリース取引の処

理方法
 ・当社及び国内連結子会
  社 

リース物件の所有権が

借主に移転すると認め

られるもの以外のファ

イナンス・リース取引

については、通常の賃

貸借取引に係る方法に

準じた会計処理によっ

ている。
  ・在外子会社

主として通常の売買処

理に準じた会計処理を

行っている。 

 

(5) 重要なリース取引の処

理方法
・当社及び国内連結子会
  社 

 同左  

  

  

  

  

  

  

 
 ・在外子会社
 同左

(5) 重要なリース取引の処

理方法
・当社及び国内連結子会
  社

 同左  

  

  

  

  

  

  

 
 ・在外子会社
 同左

(6) 重要なヘッジ会計の方

法

①ヘッジ会計の方法

原則として繰延ヘッジ

処理によっている。

なお、振当処理の要件

を満たしている為替予

約及び通貨オプション

については振当処理に

よっている。 

また、特例処理の要件

を満たしている金利ス

ワップ取引について

は、特例処理によって

いる。

(6) 重要なヘッジ会計の方

法

①ヘッジ会計の方法

 同左

(6) 重要なヘッジ会計の方

法

①ヘッジ会計の方法

 同左

②ヘッジ手段とヘッジ  

 対象

ヘッジ手段 

為替予約取引及び通貨

オプション取引 

金利スワップ取引 

ヘッジ対象 

外貨建金銭債権債務 

借入金の利息 

②ヘッジ手段とヘッジ  

 対象

ヘッジ手段 

同左 

  

     

ヘッジ対象 

同左 

 

②ヘッジ手段とヘッジ  

 対象

ヘッジ手段 

同左 

 

   

ヘッジ対象 

同左 

 



前へ   次へ 

 

項目
前中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

    

③ヘッジ方針

為替リスクをヘッジす

るため、その実需の範

囲内において為替予約

取引及び通貨オプショ

ン取引を利用してい

る。

また、借入金の金利変

動リスクを回避するた

め、金利スワップ取引

を行っており、ヘッジ

対象の識別は個別契約

ごとに行っている。

③ヘッジ方針

外貨建金銭債権債務の

為替リスクをヘッジす

るため、その実需の範

囲内において為替予約

取引及び通貨オプショ

ン取引を利用してい

る。

また、借入金の金利変

動リスクを回避するた

め、金利スワップ取引

を行っており、ヘッジ

対象の識別は個別契約

ごとに行っている。
 

③ヘッジ方針

同左
 
   

    ④ヘッジ有効性評価の方

法

ヘッジ対象の時価変動

額とヘッジ手段の時価

変動額との比率により

ヘッジ有効性の評価を

行っている。

④ヘッジ有効性評価の方

法

   同左

④ヘッジ有効性評価の方

法

    同左

(7) その他中間連結財務諸

表作成のための重要な

事項

①消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税

の会計処理は、税抜方

式によっている。

②連結納税制度の適用

当中間連結会計期間か

ら連結納税制度を適用

している。

(7) その他中間連結財務諸

表作成のための重要な

事項

①消費税等の会計処理

同左  

  

 

②連結納税制度の適用

連結納税制度を適用し

ている。

(7) その他連結財務諸表作

成のための重要な事項

①消費税等の会計処理

 税抜方式  

  

 

②連結納税制度の適用

当連結会計年度から連

結納税制度を適用して

いる。

 

５ 中間連結キャッシ

ュ・フロー(連結

キャッシュ・フロ

ー)計算書におけ

る資金の範囲

手許現金、随時引き出

し可能な預金及び容易

に換金可能であり、か

つ価値の変動について

僅少なリスクしか負わ

ない取得日から３ヶ月

以内に期限の到来する

短期投資からなってい

る。

中間連結キャッシュ・

フロー計算書における

資金(現金及び現金同

等物)は手許現金、随

時引き出し可能な預金

及び容易に換金可能で

あり、かつ価値の変動

について僅少なリスク

しか負わない取得日か

ら３ヶ月以内に期限の

到来する短期投資から

なっている。

連結キャッシュ・フロ

ー計算書における資金

(現金及び現金同等物)

は手許現金、随時引き

出し可能な預金及び容

易に換金可能であり、

かつ価値の変動につい

て僅少なリスクしか負

わない取得日から３ヶ

月以内に期限の到来す

る短期投資からなって

いる。

  



会計処理の変更 

  

前中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

(固定資産の減損に係る会計基準)      ──────────── (固定資産の減損に係る会計基準)

 当中間連結会計期間から「固定資

産の減損に係る会計基準」(「固定

資産の減損に係る会計基準の設定に

関する意見書」(企業会計審議会 

平成14年8月9日)及び「固定資産の

減損に係る会計基準の適用指針」

(企業会計基準適用指針第6号 平成

15年10月31日)を適用している。こ

れによる当中間連結会計期間の損益

に与える影響はない。       

 当連結会計年度から「固定資産の

減損に係る会計基準」(「固定資産

の減損に係る会計基準の設定に関す

る意見書」(企業会計審議会 平成

14年8月9日)及び「固定資産の減損

に係る会計基準の適用指針」(企業

会計基準適用指針第6号 平成15年10

月31日)を適用している。これによ

り税金等調整前当期純損失が105百

万円増加している。 なお、減損損

失累計額については、改正後の連結

財務諸表規則に基づき各資産の金額

から直接控除している。    

(返品調整引当金)      ──────────── (返品調整引当金)

 従来、当社は、返品に伴う損失は

返品を受けた期間にて計上していた

が、前連結会計年度に実施した財務

リストラを契機として計上方法を全

般的に見直した結果、より適正な期

間損益計算を図るとともに、財務内

容のより一層の健全化を図るため、

当中間連結会計期間より、過去の返

品実績率に基づく返品損失見込額を

返品調整引当金として計上する方法

に変更している。この変更により、

当期首にて変更後の方法を適用した

場合に計上されるべき 275百万円を

特別損失に計上している。この結

果、従来の方法によった場合と比

べ、売上総利益、営業利益及び経常

利益がそれぞれ60百万円増加し、税

金等調整前中間純損失が214百万円

増加している。なお、セグメント情

報に与える影響については(セグメ

ント情報)に記載している。

従来、返品に伴う損失は返品を受

けた期間にて計上していたが、前連

結会計年度に実施した財務リストラ

を契機として計上方法を全般的に見

直した結果、より適正な期間損益計

算を図るとともに、財務内容のより

一層の健全化を図るため、当連結会

計年度より、過去の返品実績率に基

づく返品損失見込額を返品調整引当

金として計上する方法に変更してい

る。この変更により、当期首にて変

更後の方法を適用した場合に計上さ

れるべき 275百万円を特別損失に計

上している。この結果、従来の方法

によった場合と比べ、売上総利益、

営業利益及び経常利益がそれぞれ84

百万円増加し、税金等調整前当期純

損失が190百万円増加している。な

お、当中間連結会計期間において

は、返品調整引当金戻入額275百万

円を売上高に含めて表示していた

が、当連結会計年度においては、返

品による影響をより明確に表示する

ため売上原価に含めて記載してい

る。

(たな卸資産の評価基準及び評価方 

 法)   
      ──────────── (たな卸資産の評価基準及び評価方 

 法)   

 従来、当社は、たな卸資産の評価

基準及び評価方法は移動平均法によ

る原価法であったが、上記の計上方

法の全般的な見直しに伴い、当中間

連結期間より移動平均法による低価

法に変更している。 この変更によ

る当中間連結会計期間の損益に与え

る影響は軽微である。

従来、たな卸資産の評価基準及び

評価方法は移動平均法による原価法

であったが、上記の計上方法の全般

的な見直しに伴い、当連結会計年度

より移動平均法による低価法に変更

している。  この変更による当連結

会計年度の損益に与える影響は軽微

である。 なお、セグメント情報に

与える影響については(セグメント

情報)に記載している。



前中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

(製品保証引当金)      ──────────── (製品保証引当金)

 従来、当社は、製品保証費用は支

出時の費用として計上していたが、

上記の計上方法の全般的な見直しに

伴い、当中間連結会計期間より過去

の支出実績率を基に計算したアフタ

ーサービス費用の今後の支出見込額

を製品保証引当金として計上する方

法に変更している。 この変更によ

り、当期首にて変更後の方法を適用

した場合に計上されるべき 119百万

円を特別損失に計上している。 

この結果、従来の方法によった場合

と比べ、営業利益及び経常利益がそ

れぞれ17百万円増加し、税金等調整

前中間純損失が101百万円増加して

いる。 なお、セグメント情報に与

える影響については(セグメント情

報)に記載している。

 従来、製品保証費用は支出時の費

用として計上していたが、上記の計

上方法の全般的な見直しに伴い、当

連結会計年度より過去の支出実績率

を基に計算した製品の保証期間内に

係るアフターサービス費用の今後の

支出見込額を製品保証引当金として

計上する方法に変更している。 こ

の変更により、当期首にて変更後の

方法を適用した場合に計上されるべ

き 119百万円を特別損失に計上して

いる。 

この結果、従来の方法によった場合

と比べ、営業利益及び経常利益がそ

れぞれ2百万円減少し、税金等調整

前当期純損失が122百万円増加して

いる。 なお、セグメント情報に与

える影響については(セグメント情

報)に記載している。

(売上計上基準変更)    ──────────── (売上計上基準変更)

 従来、米国連結子会社は、出荷基

準 による売上計上を行っていた

が、前下期に実施した財務リストラ

を契機に当社グループの会計方針を

見直した結果、米国の取引実態に合

わせるべく、着荷をもって売上を計

上すべき取引について、売上計上基

準を出荷基準から着荷基準に変更し

た。この結果、従来の方法によった

場合と比較して、当中間連結会計期

間の売上高が226百万円減少し、売

上総利益・営業利益及び経常利益が

それぞれ78百万円減少し、税金等調

整前中間純損失が171百万円増加し

ている。なお、セグメント情報に与

える影響については(セグメント情

報)に記載している。

 従来、米国連結子会社は、出荷基

準 による売上計上を行っていた

が、前連結会計年度に実施した財務

リストラを契機に当社グループの会

計方針を見直した結果、米国の取引

実態に合わせるべく、着荷をもって

売上を計上すべき取引について、売

上計上基準を出荷基準から着荷基準

に変更した。この結果、従来の方法

によった場合と比較して、当連結会

計年度の売上高が232百万円増加

し、売上総利益・営業利益及び経常

利益がそれぞれ86百万円増加し、税

金等調整前当期純損失が7百万円増

加している。なお、セグメント情報

に与える影響については(セグメン

ト情報)に記載している。

   ──────────── (貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準)
 ────────────

 当中間連結会計期間より、「貸借

対照表の純資産の部の表示に関する

会計基準」(企業会計基準第5号 平

成17年12月9日)及び「貸借対照表の

純資産の部の表示に関する会計基準

等の適用指針」(企業会計基準適用

指針第8号 平成17年12月9日)を適

用している。 

 これまでの資本の部の合計に相当

する金額は1,151百万円である。 

 なお、当中間連結会計期間におけ

る中間連結貸借対照表の純資産の部

については、中間連結財務諸表規則

の改正に伴い、改正後の中間連結財

務諸表規則により作成している。  



前中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

   ──────────── (企業結合に係る会計基準)  ────────────

 当中間連結会計期間より、企業結

合に係る会計基準（「企業結合に係

る会計基準の設定に関する意見書」

(企業会計審議会 平成15年10月31

日)）及び「事業分離等に関する会

計基準」(企業会計基準第７号 平

成17年12月27日)並びに「企業結合

会計基準及び事業分離等会計基準に

関する適用指針」(企業会計基準適

用指針第10号 平成17年12月27日)

を適用している。



前へ   次へ 

表示方法の変更 

  

 
  

  

前中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

(中間連結貸借対照表)

         ────────────

(中間連結貸借対照表) 

前中間連結会計期間において「流動負債」の「その他」

に含めていた製品保証引当金(前中間連結会計期間は101

百万円)は、明瞭表示のため、当中間連結会計期間にお

いては「製品保証引当金」として独立掲記している。

前中間連結会計期間において「売掛金」に含めていた返

品調整引当金(前中間連結会計期間は214百万円)は、明

瞭表示のため、当中間連結会計期間においては「返品調

整引当金」として独立掲記している。

(中間連結損益計算書) 

前中間連結会計期間まで営業外費用に計上していた

「退職給付債務変更時差異償却費」は科目を明瞭に表

示するため、当中間連結会計期間から「退職給付会計

基準変更時差異償却額」に表示を変更した。 

 

(中間連結損益計算書)

       ────────────



注記事項 

(中間連結貸借対照表関係) 

  

 
  

  

前中間連結会計期間末 
(平成17年９月30日)

当中間連結会計期間末
(平成18年９月30日)

前連結会計年度末 
(平成18年３月31日)

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額      13,262百万円

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額        12,832百万円

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額         12,662百万円

 

※２ 担保に供している資産並びに

担保付債務は次のとおりであ

る。

区分 科目
金額 
(百万円)

有形 
固定 
資産

工場 
財団

建物 351

構築物 7

土地 437

計 796

その他

建物 362

構築物 2

土地 859

計 1,224

その他

現金及び預金 322

売掛金 682

たな卸資産 56

投資有価証券 106

合計 3,189

短期借入金 7,409

長期借入金 4,950

 

※２ 担保に供している資産並びに

担保付債務は次のとおりであ

る。

区分 科目
金額
(百万円)

有形 
固定 
資産

工場 
財団

建物 480

構築物 7

土地 437

計 925

その他

建物 317

構築物 1

土地 836

計 1,155

その他

現金及び預金 40

売掛金 (―)

たな卸資産 (―)

投資有価証券 117

合計 2,238

短期借入金 6,558

長期借入金 4,946

(うち１年以内に返済予定のも
の) (―)

 

※２ 担保に供している資産並びに

担保付債務は次のとおりであ

る。

区分 科目
金額 
(百万円)

有形
固定
資産

工場
財団

建物 498

構築物 7

土地 437

計 943

その他

建物 327

構築物 1

土地 836

計 1,165

その他

現金及び預金 216

売掛金 107

たな卸資産 (―)

投資有価証券 139

合計 2,572

短期借入金 6,699

長期借入金 4,946

(うち１年以内に返済予定のも
の) (―)

※３ 受取手形割引高

167百万円

※３ 受取手形割引高

99百万円

※３ 受取手形割引高

― 百万円

※４  ───────────

 

※４ 中間連結会計期間末日満期手

形の会計処理については、満

期日に決済が行なわれたもの

として処理している。 

なお、当中間連結会計期間末

日が金融機関の休日であった

ため、次の中間連結会計期間

末日満期手形を、中間連結会

計期間末残高から除いてい

る。

受取手形 33百万円

支払手形 383百万円

※４ ───────────



(中間連結損益計算書関係) 

  

 
  

前中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

※１ 販売費及び一般管理費のうち

主要な費目及び金額は次のと

おりである。 

従業員給料手当 

       3,224百万円 

荷造運搬費 

       1,060百万円 

賞与引当金繰入額 

        387百万円 

退職給付引当金繰入額 

        199百万円 

貸倒引当金繰入額 

         ―百万円

※１ 販売費及び一般管理費のうち

主要な費目及び金額は次のと

おりである。 

従業員給料手当 

      3,385百万円 

荷造運搬費 

       757百万円 

賞与引当金繰入額 

       406百万円 

退職給付引当金繰入額 

        94百万円 

貸倒引当金繰入額 

        39百万円

※１ 販売費及び一般管理費のうち

主要な費目及び金額は次のと

おりである。 

従業員給料手当 

      6,956百万円 

荷造運搬費 

      2,232百万円 

賞与引当金繰入額 

       467百万円 

退職給付引当金繰入額 

       237百万円 

貸倒引当金繰入額 

        41百万円

 

※２ 固定資産売却益の内訳

建物及び構築物 ―百万円

機械装置及び 
運搬具

4百万円

工具器具及び 
備品

2百万円

7百万円

 

※２ 固定資産売却益の内訳

建物及び構築物 115百万円

機械装置及び
運搬具

4百万円

工具器具及び
備品

0百万円

119百万円

※２ 固定資産売却益の内訳

機械装置及び 
運搬具

15百万円

工具器具及び 
備品

3百万円

土地 91百万円

109百万円

 

※３ 固定資産除却売却損の内訳

建物及び構築物 ―百万円

機械装置及び 
運搬具

4百万円

工具器具及び 
備品

1百万円

6百万円
 

※３ 固定資産除却売却損の内訳

建物及び構築物 0百万円

機械装置及び
運搬具

1百万円

工具器具及び
備品

1百万円

2百万円
 

※３ 固定資産除却売却損の内訳

建物及び構築物 27百万円

機械装置及び 
運搬具

17百万円

工具器具及び 
備品

58百万円

103百万円

※４ 法人税等の表示方法

当中間連結会計期間における

税金費用については、簡便法

により計算しているため、法

人税等調整額は「法人税、住

民税及び事業税」に含めて表

示している。

※４ 法人税等の表示方法

        同左

※４ ───────────

        



  

 
  

  

  

前中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

※５ ───────────

 

※５ 減損損失

   当中間連結会計期間において、

当社グループは以下の資産グル

ープについて減損損失を計上し

た。 

場所 東京都武蔵野市

用途 事業用資産

(減損損失の金額)

種類(百万円)   

工具器具備品等 24

リース資産(器具備品) 0

        計 25
 

※５ 減損損失

   当連結会計年度において、当社

グループは以下の資産グループ

について減損損失を計上した。

 

場所 東京都武蔵野市

用途 事業用資産

(減損損失の金額)

種類(百万円)    

工具器具備品等 101

リース資産(器具備品) 3

       計 105

当中間連結会計期間において当

社グループは、主に管理会計上の

事業別セグメントを基礎として資

産グルーピングを行っており，遊

休資産については、個々の資産毎

に減損の兆候を判定している。

低価格帯のオーディオ事業につ

いては、当社単独での営業活動か

ら生ずる損益が継続してマイナス

であり早期の黒字化が困難と予想

されるため、帳簿価額を回収可能

価額まで減額し、当該減少額を特

別損失に計上した。 なお、回収

可能額は合理的見積りに基づく正

味売却価額により測定している。

当連結会計年度において当社グ

ループは、主に管理会計上の事業

別セグメントを基礎として資産グ

ルーピングを行っており，遊休資

産については、個々の資産毎に減

損の兆候を判定している。

低価格帯のオーディオ事業につ

いては、当社単独での営業活動か

ら生ずる損益が継続してマイナス

であり早期の黒字化が困難と予想

されるため、帳簿価額を回収可能

価額まで減額し、当該減少額を特

別損失に計上した。 なお、回収

可能額は合理的見積りに基づく正

味売却価額により測定している。
      



前へ   次へ 

(中間連結株主資本等変動計算書関係) 

  
当中間連結会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 
  

１ 発行済株式に関する事項 

   
  
  
  
２ 自己株式に関する事項 

 
  
  

(変動事由の概要)  

増加数の主な内訳は、次の通りである。 

 単元未満株式の買取りによる増加  29,259株 

  
  
  
３ 新株予約権等に関する事項 

    該当事項はありません。 

  
  
  
４ 配当に関する事項 

    該当事項はありません。 

  

  

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当中間連結会計期間末

普通株式(株) 191,317,134 ― ― 191,317,134

A種優先株式(株) 80,000,000 ― ― 80,000,000

合計（株） 271,317,134 ― ― 271,317,174

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当中間連結会計期間末

普通株式(株) 420,127 29,259 ― 449,386



(中間連結キャッシュ・フロー計算書関係) 

  

 
  

前中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

 

現金及び現金同等物の中間期末残高と

中間連結貸借対照表に掲記されている

科目の金額との関係

(平成17年９月30日現在)

現金及び預金勘定 9,477百万円

預入期間が３カ月を 
超える定期預金

―百万円

現金及び現金同等物 9,477百万円
 

現金及び現金同等物の中間期末残高と

中間連結貸借対照表に掲記されている

科目の金額との関係

(平成18年９月30日現在)

現金及び預金勘定 6,660百万円

預入期間が３カ月を 
超える定期預金

―百万円

現金及び現金同等物 6,660百万円

現金及び現金同等物の期末残高と連結

貸借対照表に掲記されている科目の金

額との関係

(平成18年３月31日現在)

現金及び預金勘定 8,064百万円

預入期間が３カ月を 
超える定期預金

─百万円

現金及び現金同等物 8,064百万円



(リース取引関係) 

  

 
  

  

  

前中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナ

ンス・リース取引

１ リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額及び中間

期末残高相当額

取得価額 
相当額 
(百万円)

減価償却 
累計額 
相当額 
(百万円)

中間期末
残高 
相当額 
(百万円)

工具器具 
及び備品 605 384 220

機械装置 
及び 
運搬具

485 302 182

その他 224 147 77

合計 1,314 834 480

リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナ

ンス・リース取引

１ リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額及び中間

期末残高相当額

取得価額
相当額 
(百万円)

減価償却
累計額 
相当額 
(百万円)

中間期末
残高 
相当額 
(百万円)

工具器具 
及び備品 671 459 211

機械装置 
及び 
運搬具

403 185 217

その他 258 209 49

合計 1,333 854 478

リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナ

ンス・リース取引

１ リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額及び期末

残高相当額

取得価額
相当額 
(百万円)

減価償却 
累計額 
相当額 
(百万円)

期末残高 
相当額 
(百万円)

工具器具
及び備品 661 415 245

機械装置
及び 
運搬具

337 119 217

その他 251 179 72

合計 1,249 714 535

２ 未経過リース料中間期末残高相

当額

１年内 255百万円

１年超 382百万円

合計 637百万円

２ 未経過リース料中間期末残高相

当額

１年内 232百万円

１年超 276百万円

合計 508百万円

２ 未経過リース料期末残高相当額

１年内 249百万円

１年超 319百万円

合計 569百万円

３ 支払リース料、減価償却費相当

額及び支払利息相当額

支払リース料 173百万円

減価償却費相当額 139百万円

支払利息相当額 7百万円

３ 支払リース料、減価償却費相当

額及び支払利息相当額

支払リース料 158百万円

減価償却費相当額 148百万円

支払利息相当額 5百万円

３ 支払リース料、減価償却費相当

額及び支払利息相当額

支払リース料 334百万円

減価償却費相当額 316百万円

支払利息相当額 15百万円

４ 減価償却費相当額の算定方法

リース期間を耐用年数とし、残

存価額を零とする定額法によっ

ている。

４ 減価償却費相当額の算定方法

同左

４ 減価償却費相当額の算定方法

同左

５ 利息相当額の算定方法 

リース料総額とリース物件の取

得価額相当額との差額を利息相

当額とし、各期への配分方法に

ついては、利息法によってい

る。

５ 利息相当額の算定方法 

同左

５ 利息相当額の算定方法 

同左

（減損損失について）

当中間連結会計期間において減

損損失0百万円を計上している

が、開示対象リース資産に配分

された減損損失がないため、項

目等の記載は省略している。

（減損損失について）

当連結会計年度において減損損

失3百万円を計上しているが、

開示対象リース資産に配分され

た減損損失がないため、項目等

の記載は省略している。



(有価証券関係) 

前中間連結会計期間(平成17年９月30日) 

  

１ その他有価証券で時価のあるもの 

  

 
  

２ 時価評価されていない主な有価証券の内容及び中間連結貸借対照表計上額 

  

 
  

当中間連結会計期間末(平成18年９月30日) 

  

１ その他有価証券で時価のあるもの 

  

 
  

  

  

   

  

  

  

  

  

種類 取得原価(百万円)
中間連結貸借

対照表計上額(百万円)
差額(百万円)

その他有価証券

株式 277 321 43

債券 ─ ─ ─

その他 ─ ─ ─

合計 277 321 43

種類 中間連結貸借対照表計上額(百万円)

その他有価証券

非上場株式(店頭売買株式を除く) 87

非上場債券 200

合計 287

種類 取得原価(百万円)
中間連結貸借

対照表計上額(百万円)
差額(百万円)

その他有価証券

株式 278 376 97

債券 ─ ─ ─

その他 ─ ─ ─

合計 278 376 97



前へ   次へ 

  

２ 時価評価されていない主な有価証券の内容及び中間連結貸借対照表計上額 

  

 
  

前連結会計年度(平成18年３月31日) 

  

１ その他有価証券で時価のあるもの 

  

 
  

  

  

２ 時価評価されていない主な有価証券の内容及び中間連結貸借対照表計上額 

  

 
  

  

種類 中間連結貸借対照表計上額(百万円)

その他有価証券

非上場株式(店頭売買株式を除く) 89

合計 89

種類 取得原価(百万円)
連結貸借対照表計上額

(百万円)
差額(百万円)

その他有価証券

株式 277 410 132

債券 ─ ─ ─

その他 ─ ─ ─

合計 277 410 132

種類 連結貸借対照表計上額(百万円)

その他有価証券

非上場株式(店頭売買株式を除く) 89

合計 89



前へ 

(デリバティブ取引関係) 

前中間連結会計期間末(平成17年９月30日)  

  
該当事項はありません。 

  

当中間連結会計期間末(平成18年９月30日)  

  
該当事項はありません。 

 

  

前連結会計年度末(平成18年３月31日) 

      

該当事項はありません。 

   

  

  

  

  

  



(セグメント情報) 

【事業の種類別セグメント情報】 

(前中間連結会計期間) 

  

 

(注) １ 事業区分の方法及び各区分に属する主要な製品名称 

当社の事業区分は、コンピューターの周辺機器を製造販売する周辺機器事業と音響・環境機器製品を製造

販売するコンシューマ機器事業、計測・映像機器製品を製造販売する情報機器事業及びその他に区分してい

る。 

なお、これらの区分に属する主要製品は次のとおりである。 

 

２ 「会計処理の変更」に記載のとおり、当社は当中間連結会計期間より返品調整引当金を計上している。この

変更により、従来の方法によった場合と比較して、当中間連結会計期間の営業利益は周辺機器事業において

51百万円増加、コンシューマ機器事業において6百万円減少、情報機器事業において15百万円増加してい

る。 

３ 「会計処理の変更」に記載のとおり、当社は当中間連結会計期間より製品保証引当金を計上している。この

変更により、従来の方法によった場合と比較して、当中間連結会計期間の営業利益は周辺機器事業において

10百万円、コンシューマ機器事業において12百万円、情報機器事業において3百万円それぞれ増加してい

る。 

４ 「会計処理の変更」に記載のとおり、米国連結子会社は当中間連結会計期間より着荷をもって売上を計上す

べき取引について、売上計上基準を出荷基準から着荷基準に変更している。この変更により、従来の方法に

よった場合と比較して、当中間連結会計期間の売上高は226百万円、営業利益は78百万円、コンシューマ機

器事業においてそれぞれ減少している。 

５ 営業費用のうち消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は、当中間連結会計期間 983百万円で

あり、その主なものは、親会社及び連結子会社の総務・経理部門等の管理部門に係る費用である。 

  

前中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

周辺機器 
事業 
(百万円)

コンシュー
マ機器事業
(百万円)

情報機器
事業 
(百万円)

その他
(百万円)

計
(百万円)

消去 
又は全社 
(百万円)

連結 
(百万円)

売上高

(1) 外部顧客に
対する売上高

24,216 12,102 2,510 349 39,179 ― 39,179

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

― ― ― ― ― ― ―

計 24,216 12,102 2,510 349 39,179 ― 39,179

営業費用 23,455 11,772 2,267 322 37,819 983 38,803

営業利益 760 329 242 26 1,359 (983) 375

区分 主要製品

周辺機器事業
フロッピーディスクドライブ、CD-ROMドライブ、CD-R/RWドライ
ブ、DVD-ROMドライブ、CD-R/RW・DVD-ROMコンビネーションドラ
イブ、DVD-R/RW/RAMドライブ

コンシューマ機器事業
マルチトラックレコーダー、ミキサー、テープレコーダー、CDプ
レーヤー、MDレコーダー、DVDプレーヤー

情報機器事業 計測機器、通話用録音装置、業務用映像機器、医用画像記録装置

その他 ソフトウエア開発事業、他



(当中間連結会計期間) 

  

 

(注) １ 事業区分の方法及び各区分に属する主要な製品名称 

当社の事業区分は、コンピューターの周辺機器を製造販売する周辺機器事業と音響製品を製造販売するコ

ンシューマ機器事業、計測・映像機器製品を製造販売する情報機器事業及びその他に区分している。 

なお、これらの区分に属する主要製品は次のとおりである。 

 

２ 営業費用のうち消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は、当中間連結会計期間 822百万円で

あり、その主なものは、親会社及び連結子会社の総務・経理部門等の管理部門に係る費用である。 

  

当中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

周辺機器 
事業 
(百万円)

コンシュー
マ機器事業
(百万円)

情報機器
事業 
(百万円)

その他
(百万円)

計
(百万円)

消去 
又は全社 
(百万円)

連結 
(百万円)

売上高

(1) 外部顧客に
対する売上高

18,096 11,515 2,294 461 32,367 ― 32,367

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

― ― ― ― ― ― ―

計 18,096 11,515 2,294 461 32,367 ― 32,367

営業費用 18,502 11,146 2,081 409 32,139 822 32,962

営業利益又は 
営業損失(△)

△406 368 212 52 227 (822) △595

区分 主要製品

周辺機器事業
フロッピーディスクドライブ、CD-ROMドライブ、CD-R/RWドライ
ブ、DVD-ROMドライブ、CD-R/RW・DVD-ROMコンビネーションドラ
イブ、DVD-R/RW/RAMドライブ

コンシューマ機器事業
マルチトラックレコーダー、ミキサー、テープレコーダー、CDプ
レーヤー、MDレコーダー、DVDプレーヤー

情報機器事業
医用画像機器、インフライトエンタテイメント機器、計量・計
装・計測機器、通話録音機器、セキュリティ機器、データストレ
ージ機器

その他 ソフトウエア開発事業、他



(前連結会計年度) 

  

 

(注) １ 事業区分の方法及び各区分に属する主要な製品の名称 

当社の事業区分は、コンピュータの周辺機器を製造販売する周辺機器事業と音響・環境機器製品を製造販

売するコンシューマ機器事業、計測・映像機器製品を製造販売する情報機器事業及びその他に区分してい

る。 

なお、これらの区分に属する主要製品は次のとおりである。 

 

２ 「会計処理の変更」に記載のとおり、当社は当連結会計年度より返品調整引当金を計上している。この変更

により、従来の方法によった場合と比較して、当連結会計年度の営業利益は周辺機器事業において64百万円

増加、コンシューマ機器事業において14百万円減少、情報機器事業において35百万円増加している。 

３ 「会計処理の変更」に記載のとおり、当社は当連結会計年度よりたな卸資産の評価基準及び評価方法を移動

平均法による原価法から、移動平均法による低価法に変更している。この変更による当連結会計年度の損益

に与える影響は軽微である。 

４ 「会計処理の変更」に記載のとおり、当社は当連結会計年度より製品保証引当金を計上している。この変更

により、従来の方法によった場合と比較して、当連結会計年度の営業利益は周辺機器事業において7百万円

増加、コンシューマ機器事業において17百万円減少、情報機器事業において7百万円増加している。 

５ 「会計処理の変更」に記載のとおり、米国連結子会社は当連結会計年度より着荷をもって売上を計上すべき

取引について、売上計上基準を出荷基準から着荷基準に変更している。この変更により、従来の方法によっ

た場合と比較して、当連結会計年度のコンシューマ機器事業における売上高は232百万円、営業利益は86百

万円それぞれ増加している。 

６ 営業費用のうち消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は1,781百万円である。その主なもの

は、親会社及び連結子会社の総務・経理部門等の管理部門に係る費用である。 

７ 上記金額は消費税等抜きとなっている。 

  

前連結会計年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

周辺機器 
事業 
(百万円)

コンシュー
マ機器事業
(百万円)

情報機器
事業 
(百万円)

その他
(百万円)

計
(百万円)

消去 
又は全社 
(百万円)

連結 
(百万円)

   売上高及び営業利益

売上高

(1) 外部顧客に
対する売上高

50,853 27,605 5,467 851 84,778 ─ 84,778

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

─ ─ ─ ─ ─ ─ ─

計 50,853 27,605 5,467 851 84,778 ─ 84,778

営業費用 49,256 26,236 4,945 767 81,206 1,781 82,988

営業利益 1,597 1,369 521 83 3,572 (1,781) 1,790

区分 主要製品

周辺機器事業
フロッピーディスクドライブ、CD-ROMドライブ、CD-R/RWドライ
ブ、DVD-ROMドライブ、CD-R/RW・DVD-ROMコンビネーションドラ
イブ、DVD-R/RW/RAMドライブ

コンシューマ機器事業
マルチトラックレコーダー、ミキサー、テープレコーダー、CDプ
レーヤー、MDレコーダー、DVDプレーヤー

情報機器事業 計測機器、通話用録音装置、業務用映像機器、医用画像記録装置

その他 ソフトウェア開発事業、他



【所在地別セグメント情報】 

(前中間連結会計期間) 

  

 

(注) １ 国又は地域は、地理的近接度により区分している。 

２ 本邦以外の区分に属する地域の内訳は次のとおり。 

(1) 米大陸………米国、カナダ、メキシコ 

(2) 欧州…………ドイツ、イギリス、フランス、イタリア、ベルギー 

(3) アジア他……マレーシア、シンガポール、インドネシア、台湾、中華人民共和国 

３ 「会計処理の変更」に記載のとおり、当社は当中間連結会計期間より返品調整引当金を計上している。この

変更により、従来の方法によった場合と比較して、当中間連結会計期間の営業利益は日本において60百万円

増加している。 

４ 「会計処理の変更」に記載のとおり、当社は当中間連結会計期間より製品保証引当金を計上している。この

変更により、従来の方法によった場合と比較して、当中間連結会計期間の営業利益は日本において25百万円

増加している。 

５ 「会計処理の変更」に記載のとおり、米国連結子会社は着荷をもって売上を計上すべき取引について、売上

計上基準を出荷基準から着荷基準に変更している。この変更により、従来の方法によった場合と比較して、

当中間連結会計期間の売上高は226百万円、営業利益は78百万円、米大陸においてそれぞれ減少している。 

６ 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は983百万円であり、その主なもの

は、親会社及び連結子会社の総務・経理部門等の管理部門に係る費用である。 

７ 本邦におけるセグメント間の内部売上高は、主として親会社からの海外販売会社に対する製品売上高であ

り、アジア他における内部売上高は、主として海外生産子会社の親会社への一部製品供給による売上高であ

る。 

  

前中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

日本
(百万円)

米大陸 
(百万円)

欧州
(百万円)

アジア他
(百万円)

計
(百万円)

消去 
又は全社 
(百万円)

連結 
(百万円)

売上高

(1) 外部顧客に
対する売上高

18,681 9,316 4,909 6,272 39,179 ― 39,179

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

16,107 49 114 24,126 40,397 (40,397) ―

計 34,788 9,365 5,024 30,398 79,576 (40,397) 39,179

営業費用 32,960 9,337 5,035 30,431 77,764 (38,961) 38,803

営業利益又は 
営業損失(△)

1,828 28 △11 △33 1,812 (1,436) 375



(当中間連結会計期間) 

  

 

(注) １ 国又は地域は、地理的近接度により区分している。 

２ 本邦以外の区分に属する地域の内訳は次のとおり。 

(1) 米大陸………米国、カナダ、メキシコ 

(2) 欧州…………ドイツ、イギリス、イタリア、ベルギー 

(3) アジア他……マレーシア、シンガポール、インドネシア、台湾、中華人民共和国、オーストラリア 

３ 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は 822百万円であり、その主なもの

は、親会社及び連結子会社の総務・経理部門等の管理部門に係る費用である。 

４ 本邦におけるセグメント間の内部売上高は、主として親会社からの海外販売会社に対する製品売上高であ

り、アジア他における内部売上高は、主として海外生産子会社の親会社への一部製品供給による売上高であ

る。 

  

当中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

日本
(百万円)

米大陸 
(百万円)

欧州
(百万円)

アジア他
(百万円)

計
(百万円)

消去 
又は全社 
(百万円)

連結 
(百万円)

売上高

(1) 外部顧客に
対する売上高

13,141 8,808 4,916 5,501 32,367 ― 32,367

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

13,751 18 27 14,125 27,923 (27,923) ―

計 26,893 8,826 4,943 19,627 60,291 (27,923) 32,367

営業費用 25,968 8,891 5,059 20,143 60,063 (27,100) 32,962

営業利益又は 
営業損失(△)

924 △65 △115 △516 227 ( 822) △595



(前連結会計年度) 

  

 

(注) １ 国又は地域は、地理的近接度により区分している。 

２ 本邦以外の区分に属する地域の内訳は次のとおり。 

(1) 米大陸………米国、カナダ、メキシコ 

(2) 欧州…………ドイツ、イギリス、フランス、イタリア、ベルギー 

(3) アジア他……マレーシア、シンガポール、インドネシア、台湾、中華人民共和国 

３ 「会計処理の変更」に記載のとおり、当連結会計年度より返品調整引当金を計上している。この変更によ

り、従来の方法によった場合と比較して、当連結会計年度の営業利益は日本において84百万円増加してい

る。 

４ 「会計処理の変更」に記載のとおり、当連結会計年度よりたな卸資産の評価基準及び評価方法を移動平均法

による原価法から、移動平均法による低価法に変更している。この変更による当連結会計年度の損益に与え

る影響は軽微である。 

５ 「会計処理の変更」に記載のとおり、当連結会計年度より製品保証引当金を計上している。この変更によ

り、従来の方法によった場合と比較して、当連結会計年度の営業利益は日本において2百万円減少してい

る。 

６ 「会計処理の変更」に記載のとおり、米国連結子会社は着荷をもって売上を計上すべき取引について、売上

計上基準を出荷基準から着荷基準に変更している。この変更により、従来の方法によった場合と比較して、

当連結会計年度の売上高は232百万円、営業利益は86百万円、米大陸においてそれぞれ増加している。 

７ 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は1,781百万円であり、その主なも

のは、親会社及び連結子会社の総務・経理部門等の管理部門に係る費用である。 

８ 本邦におけるセグメント間の内部売上高は、主として親会社からの海外販売会社に対する製品売上高であ

り、アジア他における内部売上高は、主として海外生産子会社の親会社への一部製品供給による売上高であ

る。 

９ 上記金額は消費税等抜となっている。 

  

前連結会計年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

日本
(百万円)

米大陸 
(百万円)

欧州
(百万円)

アジア他
(百万円)

計
(百万円)

消去 
又は全社 
(百万円)

連結 
(百万円)

   売上高及び営業利益

売上高

(1) 外部顧客に
対する売上高

35,521 20,811 12,704 15,740 84,778 ― 84,778

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

34,079 148 180 60,914 95,323 (95,323) ―

計 69,601 20,960 12,855 76,655 180,102 (95,323) 84,778

営業費用 67,093 20,096 12,292 77,045 176,528 (93,540) 82,988

営業利益 
又は営業損失(△)

2,507 863 592 △390 3,573 (1,783) 1,790



【海外売上高】 

(前中間連結会計期間) 

  

 

(注) １ 地域は、地理的近接度により区分している。 

２ 各区分に属する地域の内訳は次のとおり。 

(1) 米大陸……米国、カナダ、メキシコ 

(2) 欧州………ドイツ、イギリス、フランス、イタリア、オランダ、ベルギー、スペインおよびロシア他欧州

諸国 

(3) アジア……台湾、韓国、中華人民共和国、シンガポール、インドネシア、タイおよびその他のアジア諸国

(4) その他……オーストラリア、ニュージーランドおよびその他の地域 

３ 海外売上高は親会社及び海外連結子会社の売上高の合計額(ただし連結会社間の内部売上高を除く)である。

４ 「会計処理の変更」に記載のとおり、米国連結子会社は着荷をもって売上を計上すべき取引について、売上

計上基準を出荷基準から着荷基準に変更している。この変更により、従来の方法によった場合と比較して、

当中間連結会計期間の売上高は米大陸において226百万円減少している。 

  

(当中間連結会計期間) 

  

 

(注) １ 地域は、地理的近接度により区分している。 

２ 各区分に属する地域の内訳は次のとおり。 

(1) 米大陸……米国、カナダ、メキシコ 

(2) 欧州………ドイツ、イギリス、フランス、イタリア、ベルギー、スペイン、ロシア 

(3) アジア……台湾、韓国、中華人民共和国、シンガポール、マレーシア、インドネシア、タイ 

(4) その他……オーストラリア、ニュージーランド 

３ 海外売上高は親会社及び海外連結子会社の売上高の合計額(ただし連結会社間の内部売上高を除く)である。

  

  

米大陸 欧州 アジア その他 計

前中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

Ⅰ 海外売上高(百万円) 10,269 6,797 9,813 2,840 29,721

Ⅱ 連結売上高(百万円) ― ― ― ― 39,179

Ⅲ 海外売上高の連結売上高
に占める割合(％)

26.2 17.3 25.1 7.3 75.9

米大陸 欧州 アジア その他 計

当中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

Ⅰ 海外売上高(百万円) 9,658 6,468 7,692 2,361 26,181

Ⅱ 連結売上高(百万円) ― ― ― ― 32,367

Ⅲ 海外売上高の連結売上高
に占める割合(％)

29.8 20.0 23.8 7.3 80.9



(前連結会計年度) 

  

 

(注) １ 地域は、地理的近接度により区分している。 

２ 各区分に属する地域の内訳は次のとおり。 

(1) 米大陸……米国、カナダ、メキシコ 

(2) 欧州………ドイツ、イギリス、フランス、イタリア、ベルギー、スペインおよびロシア他欧州諸国 

(3) アジア……台湾、韓国、中華人民共和国、シンガポール、インドネシア、タイおよびその他のアジア諸国

(4) その他……オーストラリア、ニュージーランドおよびその他の地域 

３ 海外売上高は親会社及び海外連結子会社の売上高の合計額(ただし連結会社間の内部売上高を除く)である。

４ 「会計処理の変更」に記載のとおり、米国連結子会社は着荷をもって売上を計上すべき取引について、売上

計上基準を出荷基準から着荷基準に変更している。この変更により、従来の方法によった場合と比較して、

当連結会計年度の売上高は米大陸において232百万円増加している。 

５ 上記金額は消費税等抜となっている。 

  

  

米大陸 欧州 アジア その他 計

前連結会計年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

Ⅰ 海外売上高(百万円) 22,355 16,786 22,255 6,034 67,432

Ⅱ 連結売上高(百万円) ― ― ― ― 84,778

Ⅲ 海外売上高の連結売上高
に占める割合(％)

26.4 19.8 26.2 7.1 79.5



(企業結合等関係) 

 
  

前中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前連結事業年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

     ──────────── １ 結合当事企業の名称及び事業の

内容、企業結合の法的形式、結

合後企業の名称並びに取引の目

的を含む取引の概要

    ────────────

(1) 結合当事企業の名称及び事業の

内容

①結合企業

名称 ティアック株式会社(当社)

事業の内容 電子・電気機器等の

      開発・製造・販売

②被結合企業

名称 ティアック電子計測株式会

   社(当社の完全子会社)

事業の内容 計測機器等の製造・

      販売

(2) 企業結合の法的形式及び結合後

企業の名称

当社を存続会社、ティアック

電子計測株式会社を消滅会社と

する吸収合併であり、結合後企

業の名称はティアック株式会社

となっている。尚、合併による

新株式の発行及び資本金の増加

はない。

(3) 取引の目的を含む取引の概要

当社のビジネスソリューショ

ンズ・カンパニーが担当するビ

ジネスユース向け事業は、将来

的に当社グループの収益の柱と

して成長させるべき事業の一つ

である。関連事業を抱える子会

社と当社の情報機器事業とが有

機的な統合を図り、それに伴い

発生する新しい事業への積極的

な投資を速やかに実現するた

め、当社の完全子会社であるテ

ィアック電子計測株式会社と合

併した。 

 

２ 実施した会計処理の概要

上記合併は、共通支配下の取

引に該当するため、内部取引と

してすべて消去している。した

がって、当該会計処理が中間連

結財務諸表に与える影響はな

い。



(１株当たり情報) 

  

 

(注) 算定上の基礎 

１ １株当たり純資産額 

 

      ２ １株当たり中間(当期)純損失 

前中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

１株当たり純資産額

△7.28円

１株当たり純資産額

△14.92円

１株当たり純資産額

△6.27円

１株当たり中間純損失

7.34円

１株当たり中間純損失

9.51円

１株当たり当期純損失

8.81円
なお、潜在株式調整後１株当たり中

間純利益については、1株当たり中

間純損失であるため記載していな

い。

なお、潜在株式調整後１株当たり中

間純利益については、1株当たり中

間純損失であるため記載していな

い。

なお、潜在株式調整後１株当たり当

期純利益については、1株当たり当

期純損失であるため記載していな

い。

前中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

純資産の部の合計額(百万
円)

― 1,194 ―

純資産の部の合計額から控
除する金額 
(百万円)

― 4,042 ―

(うち優先株式払込金額
(百万円))

(―) (4,000) (―)

(うち少数株主持分(百万
円))

(―) (42) (―)

普通株式に係る中間期末
(期末)の純資産額(百万円)

― △2,848 ―

１株当たり純資産額の算定
に用いられた中間期末(期
末)の普通株式の数(千株)

― 190,867 ―

前中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

中間(当期)純損失(百万円) 1,349 1,762 1,577

普通株式に係る中間(当期)
純損失(百万円)

1,401 1,815 1,681

普通株主に帰属しない金額
の主要な内訳(百万円) 
A種優先株主に対する配当
金

52 53 104

普通株主に帰属しない金額
(百万円) 

52 53 104

普通株式の期中平均株式数
(千株)

190,939 190,882 190,924

希薄化効果を有しないた
め、潜在株式調整後１株当
たり中間(当期)純利益の算
定に含めなかった潜在株式
の概要

A種優先株式80,000千株
これらの詳細は、第4 提
出会社の状況 1 株式等
の状況に記載の通り。

同左 同左



(重要な後発事象) 

  

 
  

Ⅰ 前中間連結会計期間（自 平成17年４月１日 至 平成17年９月30日）

該当事項はありません。

Ⅱ 当中間連結会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日）

該当事項はありません。

Ⅲ 前連結会計年度（自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日）

該当事項はありません。



(2) 【その他】 

該当事項はありません。 

  



２ 【中間財務諸表等】 

(1) 【中間財務諸表】 

① 【中間貸借対照表】 

 
  

前中間会計期間末

(平成17年９月30日)

当中間会計期間末

(平成18年９月30日)

前事業年度の 
要約貸借対照表 
(平成18年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

(資産の部)

Ⅰ 流動資産

 １ 現金及び預金 ※２ 5,619 2,646 3,356

 ２ 受取手形 ※4,6 223 429 279

 ３ 売掛金 8,953 9,872 9,152

 ４ 有価証券 200 ─ ─

 ５ たな卸資産 4,775 3,896 4,342

 ６ 前払費用 ─ 168 158

 ７ 未収金 ※５ 3,621 367 835

 ８ 短期貸付金 467 ─ ─

 ９ その他 188 53 301

   貸倒引当金 △93 △1,245 △249

  流動資産合計 23,955 59.3 16,189 50.1 18,177 53.0

Ⅱ 固定資産

 １ 有形固定資産 ※１,2

  (1) 建物 885 797 826

  (2) 工具器具及び備品 214 153 121

  (3) 土地 1,301 1,277 1,277

  (4) その他 38 32 30

      計 2,439 6.0 2,260 7.0 2,256 6.5

 ２ 無形固定資産 139 0.3 114 0.4 118 0.3

 ３ 投資その他の資産

  (1) 投資有価証券 ※２ 408 464 498

  (2) 関係会社株式 12,718 12,461 12,521

  (3) 長期貸付金 599 ─ ─

  (4) 関係会社 
    長期貸付金

   ─ 500 500

  (5) 従業員に対する 
    長期貸付金

─ 93 93

  (6) 破産更生債権等 3,857 216 216

  (7) 長期前払費用 ─ 40 22

  (8) その他 165 158 140

    貸倒引当金 △3,858 △216 △217

      計 13,892 34.4 13,717 42.5 13,776 40.2

  固定資産合計 16,471 40.7 16,093 49.9 16,151 47.0

  資産合計 40,427 100.0 32,283 100.0 34,329 100.0



 
  

前中間会計期間末

(平成17年９月30日)

当中間会計期間末

(平成18年９月30日)

前事業年度の 
要約貸借対照表 
(平成18年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

(負債の部)

Ⅰ 流動負債

 １ 支払手形 ※６ 2,735 1,703 1,592

 ２ 買掛金 4,480 3,940 4,110

 ３ 短期借入金 ※２ 10,985 9,516 8,938

 ４ 一年内に返済 
   予定の長期借入金

※２ 1,083 366 583

 ５ 一年内に償還 
   予定の社債

─ 500 ─

 ６ 未払金 905 500 766

 ７ 未払法人税等 40 42 54

 ８ 未払費用 598 558 746

 ９ 預り金 49 59 47

１０ 賞与引当金 318 344 286

１１ 製品保証引当金 101 80 94

１２ 返品調整引当金 214 99 162

１３ その他 ─ 7 ─

  流動負債合計 21,513 53.2 17,721 54.9 17,384 50.7

Ⅱ 固定負債

 １ 社債 500 ─ 500

 ２ 長期借入金 ※２ 5,316 4,946 5,046

 ３ 繰延税金負債 17 39 54

 ４ 退職給付引当金 7,035 7,050 6,998

 ５ その他 8 6 6

  固定負債合計 12,878 31.9 12,042 37.3 12,604 36.7

  負債合計 34,392 85.1 29,764 92.2 29,989 87.4



 
  

前中間会計期間末

(平成17年９月30日)

当中間会計期間末

(平成18年９月30日)

前事業年度の 
要約貸借対照表 
(平成18年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

(資本の部)

Ⅰ 資本金 5,773 14.3 ― ― 5,773 16.8

Ⅱ 利益剰余金

 1 中間未処分利益  
又は当期 
未処理損失(△)

299 ― △1,445

  利益剰余金合計 299 0.7 ― ― △1,445 △4.2

Ⅲ その他有価証券 
  評価差額金

22 0.1 ― ― 78 0.2

Ⅳ 自己株式 △61 △0.2 ― ― △66 △0.2

  資本合計 6,034 14.9 ― ― 4,339 12.6

  負債資本合計 40,427 100.0 ― ― 34,329 100.0



 
  

前中間会計期間末

(平成17年９月30日)

当中間会計期間末

(平成18年９月30日)

前事業年度の 
要約貸借対照表 
(平成18年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

(純資産の部)

Ⅰ 株主資本

 １ 資本金 ― 5,773 17.9 ―

 ２ 利益剰余金

  (1) その他利益剰余金

    繰越利益剰余金 ― △3,240 ―

   利益剰余金合計 ― △3,240 △10.1 ―

 ３ 自己株式 ― △71 △0.2 ―

  株主資本合計 ― 2,460 7.6 ―

Ⅱ 評価・換算差額等

 １ その他有価証券 
   評価差額金

― 57 ―

  評価・換算差額等 
  合計

― 57 0.2 ―

  純資産合計 ― 2,518 7.8 ―

  負債純資産合計 ― 32,283 100.0 ―



次へ 

② 【中間損益計算書】 

  

 
  

前中間会計期間

(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前事業年度の
要約損益計算書

(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(百万円)
百分比
(％)

金額(百万円)
百分比
(％)

金額(百万円)
百分比
(％)

Ⅰ 売上高 31,541 100.0 24,520 100.0 62,079 100.0

Ⅱ 売上原価
※５

25,609 81.2 19,981 81.5 51,518 83.0

Ⅲ 返品調整引当金繰入額 
  又は返品調整引当金 
  戻入額(△)

214 0.7 △64 △0.3 △112 △0.2

   売上総利益 5,717 18.1 4,602 18.8 10,673 17.2

Ⅳ 販売費及び一般管理費
※５

4,894 15.5 4,850 19.8 9,472 15.3

   営業利益又は   
   営業損失(△)

822 2.6 △247 △1.0 1,201 1.9

Ⅴ 営業外収益 ※１ 223 0.7 212 0.9 607 1.0

Ⅵ 営業外費用 ※２ 681 2.1 647 2.6 1,366 2.2

   経常利益又は 
   経常損失(△)

365 1.2 △682 △2.7 442 0.7

Ⅶ 特別利益 ※３ 3,231 10.2 4 0.0 3,271 5.3

Ⅷ 特別損失 ※4,7 2,964 9.4 1,121 4.6 4,834 7.8

   税引前中間純利益 
   又は税引前中間 
   (当期)純損失(△)

633 2.0 △1,799 △7.3 △1,120 △1.8

   法人税、住民税 
   及び事業税

※６ △5 △0.0 △3 △0.0
△14 △0.0

   中間純利益又は中間 
   (当期)純損失(△) 

638 2.0 △1,795 △7.3 △1,106 △1.8

   前期繰越損失 338 ― 338

   中間未処分利益又は 
   当期未処理損失(△)

299 ― △1,445



次へ 

③ 【中間株主資本等変動計算書】 

当中間会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 

  
  

 
  

  

株主資本 評価・換算差額等

純資産合計
資本金

利益剰余金

自己株式 株主資本合計
その他
有価証券 
評価差額金

その他利益 

剰余金

繰越利益 

剰余金

平成18年３月31日残高(百万円) 5,773 △1,445 △66 4,261 78 4,339

中間会計期間中の変動額

 中間純損失 △1,795 △1,795 △1,795

 自己株式の取得 △4 △4 △4

株主資本以外の項目の中間 
会計期間中の変動額(純額)

△20 △20

中間会計期間中の変動額合計 
(百万円)

― △1,795 △4 △1,800 △20 △1,821

平成18年９月30日残高(百万円) 5,773 △3,240 △71 2,460 57 2,518



前へ   次へ 

継続企業に重要な疑義を抱かせる事象又は状況 

  
前中間会計期間

(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前事業年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

当社は、前事業年度において

22,276百万円の大幅な当期純損失を

計上している。当中間会計期間にお

いては、638百万円の中間純利益を

計上したものの、前事業年度におい

て策定した「中期事業計画」の遂行

途上にある。当該状況により、継続

企業の前提に関する重要な疑義が存

在している。 

  

当社においては、当該状況を解消す

べく希望退職等のリストラを実施

し,平成17年1月31日に発表した「中

期事業計画」を着実に実行し、収益

構造の改善・PC-ODD事業の収益改

善・在庫管理の徹底・欧州地域の事

業改善および組織執行体制の改善を

図ると共に、取引銀行との継続取引

を始め、平成17年3月30日付けでフ

ェニックス・キャピタル株式会社が

運営するフェニックス・キャピタ

ル・パートナーズ・ワン投資事業組

合を引き受け先とする第三者割り当

て増資により100億円の資金調達を

行い、財務体質の改善を図った。

これにより、中期事業計画達成に向

けての主要事前施策は本年3月をも

って完了することができた。  

当中間会計期間においては、「会社

の対処すべき課題」に記載のとお

り、クロスファンクショナルチーム

（CFT)が発足され、中期事業計画達

成の実行段階にある。  

 中間財務諸表は継続企業を前提 

として作成しており、このような重

要な疑義の影響を中間財務諸表に反

映していない。

当社は、平成17年3月期の事業年

度において22,276百万円の大幅な当

期純損失を計上し、同事業年度に策

定した「中期事業計画」の遂行途上

にあるが、前事業年度において経常

損益は黒字化したものの多額の事業

再構築費用の追加発生により、引続

き1,106百万円の当期純損失を計

上、当中間会計期間は、主として周

辺機器の主要部品である光ピックア

ップの不具合による光ドライブ新製

品の開発中止に伴い経常損益は682

百万円の赤字となり、ティアック 

オーストラリアPTY.,LTD.の売却に

伴う特別損失968百万円の計上によ

り、中間純損失は1,795百万円とな

った。当該状況により、継続企業の

前提に関する重要な疑義が存在して

いる。 

   

 当社においては、当該状況を解消

すべく希望退職等のリストラを実施

し、平成17年1月31日に発表した中

期事業計画を着実に実行し、収益構

造の改善・PC-ODD事業の収益改善・

在庫管理の徹底・欧州地域の事業改

善および組織執行体制の改善を図る

とともに、取引銀行との継続取引を

始め、平成17年3月30日付でフェニ

ックス・キャピタル株式会社が運営

するフェニックス・キャピタル・パ

ートナーズ・ワン投資事業組合を引

き受け先とする第三者割当増資によ

り100億円の資金調達を行い、財務

体質の改善を図った。 

 当中間会計期間においては、「第

2. 事業の状況 3.対処すべき課題」

に記載のクロスファンクショナルチ

ーム（CFT）による、各々の課題に

対する問題解決、アクションプラン

を現在実行中である。また、当初は

想定できなかった損失を計上したテ

ィアック オーストラリアPTY.,LTD.

については、平成18年10月31日に譲

渡を完了し、前述の光ドライブ関連

の不具合については、他社との共同

開発の推進により新製品の開発、販

売を開始している。 

 中間財務諸表は継続企業を前提と

して作成しており、このような重要

な疑義の影響を中間財務諸表に反映

していない。

当社は、前事業年度において

22,276百万円の大幅な当期純損失を

計上し、前事業年度に策定した「中

期事業計画」の遂行途上にあるが、

当事業年度において経常損益は黒字

化したものの多額の事業再構築費用

の追加発生により、引続き1,106百

万円の当期純損失を計上している。

当該状況により、継続企業の前提に

関する重要な疑義が存在している。

   

 当社においては、当該状況を解消

すべく希望退職等のリストラを実施

し,平成17年1月31日に発表した中期

事業計画を着実に実行し、収益構造

の改善・PC-ODD事業の収益改善・在

庫管理の徹底・欧州地域の事業改善

および組織執行体制の改善を図ると

共に、取引銀行との継続取引を始

め、平成17年3月30日付でフェニッ

クス・キャピタル株式会社が運営す

るフェニックス・キャピタル・パー

トナーズ・ワン投資事業組合を引き

受け先とする第三者割り当て増資に

より100億円の資金調達を行い、財

務体質の改善を図った。 

以上により、事業計画達成に向けて

の主要事前施策は、前年3月をもっ

て完了することができた。  

 当事業年度においては、「第2. 

事業の状況 3.対処すべき課題」に

記載のとおり、クロスファンクショ

ナルチーム（CFT)が発足され、各々

の課題に対する問題解決、アクショ

ンプランの立案を行い、現在実行中

である。  

 財務諸表は継続企業を前提として

作成しており、このような重要な疑

義の影響を財務諸表に反映していな

い。



中間財務諸表作成の基本となる重要な事項 

 
  

前中間会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前事業年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

１ 資産の評価基準及び評価方法 

 (1) 有価証券

１ 資産の評価基準及び評価方法 

 (1) 有価証券

１ 資産の評価基準及び評価方法 

 (1) 有価証券

子会社及び関連会社株式

移動平均法による原価法に

よっている。

その他有価証券

時価のあるものは中間決算

日の市場価格等に基づく時

価法(評価差額は全部資本

直入法により処理し、売却

原価は移動平均法により算

定)により、時価のないも

のは移動平均法による原価

法によっている。

子会社及び関連会社株式

同左

その他有価証券

①時価のあるもの

中間期末日の市場価格等

に基づく時価法(評価差

額は全部純資産算入法に

より処理し、売却原価は

移動平均法により算定)

②時価のないもの

移動平均法による原価法

によっている。

子会社及び関連会社株式

同左

その他有価証券

①時価のあるもの

期末日の市場価格等に基

づく時価法(評価差額は

全部資本算入法により処

理し、売却原価は移動平

均法により算定)

②時価のないもの

移動平均法による原価法

によっている。

 (2) デリバティブ

時価法によっている。

 (2) デリバティブ

特例処理を採用している金利

スワップを除き、時価法によ

っている。

 (2) デリバティブ

同左

 (3) たな卸資産

移動平均法による低価法によ

っている。

 (3) たな卸資産

同左

 (3) たな卸資産

同左

２ 固定資産の減価償却の方法 

 (1) 有形固定資産

定率法を採用している。 

ただし、平成10年４月１日以

降に取得した建物(建物附属

設備は除く)については、定

額法によっている。

なお、主な耐用年数は以下の

とおりである。

建物及び構築物 

３～50年 

機械装置及び運搬具 

４～11年 

工具器具及び備品 

２～10年

２ 固定資産の減価償却の方法

  (1) 有形固定資産

定率法を採用している。 

ただし、平成10年４月１日以

降に取得した建物(建物附属

設備は除く)については、定

額法によっている。

なお、主な耐用年数は以下の

とおりである。

建物 

３～50年 

工具器具及び備品 

４～15年

２ 固定資産の減価償却の方法

 (1) 有形固定資産

同左



 
  

前中間会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前事業年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

 (2) 無形固定資産

定額法を採用している。

なお、ソフトウェア(自社利

用分)については、社内利用

における利用可能期間(５年)

に基づく定額法によってい

る。

 (2) 無形固定資産
同左 
 
 
 
 

 (2) 無形固定資産

同左

 (3)  ───────────  (3) 長期前払費用

長期償却によっている。

 (3) 長期前払費用

同左

３ 引当金の計上基準 

 (1) 貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備

えるため、一般債権について

は貸倒実績率により、貸倒懸

念債権等特定の債権について

は個別に回収可能性を勘案

し、回収不能見込額を計上し

ている。

３ 引当金の計上基準 

 (1) 貸倒引当金 

   同左

３ 引当金の計上基準 

 (1) 貸倒引当金 

   同左

 (2) 賞与引当金

従業員に対して支給する賞与

の支出に充てるため、支給見

込額のうち当中間会計期間負

担分を計上している。

 (2) 賞与引当金

同左

 (2) 賞与引当金

従業員に対して支給する賞与

の支給に充てるため、支給見

込額に基づき計上している。

 (3) 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるた

め、当会計年度末における退

職給付債務及び年金資産の見

込額に基づき、当中間会計期

間末において発生していると

認められる額を計上してい

る。 

なお、会計基準変更時差異に

ついては、12年による按分額

を費用処理し営業外費用に計

上している。 

また、数理計算上の差異は定

率法(10年)により、過去勤務

債務は定額法(12年)により発

生会計年度より費用処理して

いる。

 (3) 退職給付引当金

同左

 (3) 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるた

め、当事業年度末における退

職給付債務及び年金資産の見

込額に基づき、当事業年度に

おいて発生していると認めら

れる額を計上している。 

なお、会計基準変更時差異に

ついては、12年による按分額

を費用処理し営業外費用に計

上している。 

また、数理計算上の差異は定

率法(10年)により、過去勤務

債務は定額法(12年)により発

生事業年度より費用処理して

いる。

 (4) 返品調整引当金

製品の返品による損失に備え

るため、過去の返品実績率に

基づく返品損失見込額を計上

している。

 (4) 返品調整引当金

同左

 (4) 返品調整引当金

同左

 (5) 製品保証引当金

製品の保証期間内に係るアフ

ターサービスに要する費用の

支出に備えるため、過去の支

出実績に基づくアフターサー

ビス費用の今後の支出見込額

を計上している。

 (5) 製品保証引当金

同左

 (5) 製品保証引当金

同左

４ 外貨建資産又は負債の本邦通貨

への換算基準

外貨建金銭債権債務は、中間決

算日の直物為替相場により円貨

に換算し、換算差額は損益とし

て処理している。

４ 外貨建資産又は負債の本邦通貨

への換算基準

同左

４ 外貨建資産又は負債の本邦通貨

への換算基準

外貨建金銭債権債務は、決算日

の直物為替相場により円貨に換

算し、換算差額は損益として処

理している。



 
  

  

前中間会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前事業年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

５ リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に

移転すると認められるもの以

外のファイナンス・リース取

引については、通常の賃貸借

取引に係る方法に準じた会計

処理によっている。

５ リース取引の処理方法

  同左

５ リース取引の処理方法

  同左

６ ヘッジ会計の方法 

 ① ヘッジ会計の方法

原則として、繰延ヘッジ処理

によっている。 

なお、振当処理の要件を満た

している為替予約及び通貨オ

プションについては、振当処

理によっている。 

また、特例処理の要件を満た

している金利スワップについ

ては、特例処理によってい

る。

６ ヘッジ会計の方法 

 ①ヘッジ会計の方法

  同左

６ ヘッジ会計の方法 

 ①ヘッジ会計の方法

  同左

 ② ヘッジ手段とヘッジ対象  ② ヘッジ手段とヘッジ対象 ② ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段 為替取引及び ヘッジ手段 ヘッジ手段

       通貨オプション 同左      同左      

      取引             

       金利スワップ 

             取引
      

ヘッジ対象 外貨建金銭債権 ヘッジ対象 ヘッジ対象

      債務 同左      同左      

        借入金の金利      

 ③ ヘッジ方針

外貨建金銭債権債務の為替リ

スクをヘッジするため、その

実需の範囲内において為替予

約取引及び通貨オプション取

引を利用している。

また、借入金の金利変動リス

クを回避するため、金利スワ

ップ取引を行っており、ヘッ

ジ対象の識別は個別契約ごと

に行っている。

 ③ ヘッジ方針

 同左       

 ③ ヘッジ方針

 同左       

 ④ ヘッジ有効性評価の方法

ヘッジ対象の時価変動額とヘ

ッジ手段の時価変動額との比

率によりヘッジ有効性の評価

を行っている。

 ④ ヘッジ有効性評価の方法

同左

 ④ ヘッジ有効性評価の方法

同左

７ その他中間財務諸表作成のため

の重要な事項

 ① 消費税等の会計処理の方法

 税抜方式を採用している。

 ② 連結納税制度の適用

当中間会計期間から連結納税

制度を適用している。

 

７ その他中間財務諸表作成のため

の重要な事項

 ① 消費税等の会計処理の方法

 同左

 ② 連結納税制度の適用

連結納税制度を適用してい

る。

７ その他財務諸表作成のための基

本となる重要な事項

 ① 消費税等の会計処理の方法

 税抜方式

 ② 連結納税制度の適用

当事業年度から連結納税制度

を適用している。

  



会計処理の変更 

  

前中間会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前事業年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

(固定資産の減損に係る会計基準)      ──────────── (固定資産の減損に係る会計基準)

 当中間会計期間から「固定資産の

減損に係る会計基準」(「固定資産

の減損に係る会計基準の設定に関す

る意見書」(企業会計審議会 平成

14年8月9日)及び「固定資産の減損

に係る会計基準の適用指針」(企業

会計基準適用指針第6号 平成15年10

月31日）を適用している。これによ

り税引前中間純利益が81百万円減少

している。なお、減損損失累計額に

ついては改正後の中間財務諸表等規

則に基づき各資産の金額から直接控

除している。

 当事業年度から「固定資産の減損

に係る会計基準」(「固定資産の減

損に係る会計基準の設定に関する意

見書」(企業会計審議会 平成14年8

月9日)及び「固定資産の減損に係る

会計基準の適用指針」(企業会計基

準適用指針第6号 平成15年10月31

日）を適用している。これにより税

引前当期純損失が105百万円増加し

ている。なお、減損損失累計額につ

いては改正後の財務諸表等規則に基

づき各資産の金額から直接控除して

いる。 

 

(返品調整引当金)      ──────────── (返品調整引当金)

 従来、返品に伴う損失は、返品を

受けた期間にて計上していたが、前

下期に実施した財務リストラを契機

として計上方法を全般的に見直した

結果、より適正な期間損益計算を図

るとともに、財務内容のより一層の

健全化を図るため、当中間会計期間

より、過去の返品実績率に基づく返

品損失見込額を返品調整引当金とし

て計上する方法に変更している。 

この変更により、当期首にて変更後

の方法を適用した場合に計上される

べき275百万円を特別損失に計上し

ている。この結果、従来の方法によ

った場合と比べ、差引売上総利益、

営業利益及び経常利益がそれぞれ60

百万円増加し、税引前中間純利益が

214百万円減少している。

 従来、返品に伴う損失は、返品を

受けた期間にて計上していたが、前

事業年度に実施した財務リストラを

契機として計上方法を全般的に見直

した結果、より適正な期間損益計算

を図るとともに、財務内容のより一

層の健全化を図るため、当事業年度

より、過去の返品実績率に基づく返

品損失見込額を返品調整引当金とし

て計上する方法に変更している。 

この変更により、当期首にて変更後

の方法を適用した場合に計上される

べき275百万円を特別損失に計上し

ている。この結果、従来の方法によ

った場合と比べ、差引売上総利益、

営業利益及び経常利益がそれぞれ

112百万円増加し、税引前当期純損

失が162百万円増加している。

(たな卸資産の評価基準及び評価方

法)
     ──────────── (たな卸資産の評価基準及び評価方

法)

 従来、たな卸資産の評価基準及び

評価方法は移動平均法による原価法

であったが、上記の計上方法の全般

的な見直しに伴い、当中間会計期間

より移動平均法による低価法に変更

している。この変更による当中間会

計期間の損益に与える影響は軽微で

ある。

従来、当社は、たな卸資産の評価基

準及び評価方法は移動平均法による

原価法であったが、上記の計上方法

の全般的な見直しに伴い、当事業年

度より移動平均法による低価法に変

更している。この変更による当事業

年度の損益に与える影響は軽微であ

る。



前へ   次へ 

 
  

  

前中間会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前事業年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

(製品保証引当金)      ──────────── (製品保証引当金)

 従来、製品保証費用は支出時の費

用として計上していたが、上記の計

上方法の全般的な見直しに伴い、当

中間会計年度より過去の支出実績率

を基に計算したアフターサービス費

用の今後の支出見込額を製品保証引

当金として計上する方法に変更して

いる。この変更により、当期首にて

変更後の方法を適用した場合に計上

されるべき 119百万円を特別損失に

計上している。この結果、従来の方

法によった場合と比べ、営業利益及

び経常利益がそれぞれ17百万円増加

し、税引前中間純利益が101百万円

減少している。

 従来、製品保証費用は支出時の費

用として計上していたが、上記の計

上方法の全般的な見直しに伴い、当

事業年度年度より過去の支出実績率

を基に計算したアフターサービス費

用の今後の支出見込額を製品保証引

当金として計上する方法に変更して

いる。この変更により、当期首にて

変更後の方法を適用した場合に計上

されるべき 119百万円を特別損失に

計上している。この結果、従来の方

法によった場合と比べ、営業利益及

び経常利益がそれぞれ24百万円増加

し、税引前当期純損失が94百万円減

少している。 

 

     ──────────── (貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準等)
   ────────────

 当中間会計期間から、「貸借対照

表の純資産の部の表示に関する会計

基準」(企業会計基準第5号 平成17

年12月9日）及び「貸借対照表の純

資産の部の表示に関する会計基準等

の適用指針」(企業会計基準適用指

針第8号 平成17年12月9日）を適用

している。 

 これまでの「資本の部」の合計に

相当する金額は2,518百万円であ

る。 

 なお、当中間会計期間における中

間貸借対照表の純資産の部について

は、中間財務諸表等規則の改正に伴

い、改正後の中間財務諸表等規則に

より作成している。        

     ──────────── (企業結合に係る会計基準)    ────────────

 当中間会計期間より、企業結合に

係る会計基準（「企業結合に係る会

計基準の設定に関する意見書」(企

業会計審議会  平成15年10月31

日)）及び「事業分離等に関する会

計基準」(企業会計基準第７号 平

成17年12月27日)並びに「企業結合

会計基準及び事業分離等会計基準に

関する適用指針」(企業会計基準適

用指針第10号 平成17年12月27日)

を適用している。



注記事項 

(中間貸借対照表関係) 

  

 
  

前中間会計期間末 
(平成17年９月30日)

当中間会計期間末
(平成18年９月30日)

前事業年度末 
(平成18年３月31日)

※１ 有形固定資産の

減価償却累計額 5,669百万円 4,754百万円 4,614百万円

※２ 担保資産

① 現金及び 
  預金

② 有形固定 
  資産(財団 
  抵当含む)

 
40百万円

 
40百万円

 
40百万円

有形固定資産

建物

構築物

土地

合計

714百万円

9百万円

1,297百万円

2,021百万円

797百万円

9百万円

1,273百万円

2,080百万円

825百万円

8百万円

1,273百万円

2,108百万円

上記有形固定資

産のうち、工場

財団抵当に供し

ている資産

  建物

  構築物

  土地

  合計

351百万円

7百万円

437百万円

796百万円

480百万円

7百万円

437百万円

925百万円

498百万円

7百万円

437百万円

943百万円

 

③ 投資有価証券

対応する債務

短期借入金

長期借入金

合計

106百万円

6,670百万円

4,950百万円

11,620百万円

117百万円

6,558百万円

4,946百万円

11,504百万円

139百万円

6,558百万円

4,946百万円

11,504百万円

保証債務

上記のうち工場

財団抵当に対応

する債務

短期借入金

長期借入金

合計

        4百万円

6,670百万円

4,950百万円

11,620百万円

 
4百万円

6,558百万円

4,946百万円

11,504百万円

 
4百万円

6,558百万円

4,946百万円

11,504百万円



前へ   次へ 

 
  

前中間会計期間末 
(平成17年９月30日)

当中間会計期間末
(平成18年９月30日)

前事業年度末 
(平成18年３月31日)

 

※３ 偶発債務

債務保証額

ティアック  
アメリカINC.

(信用状開設 
及び借入金)

ティアック 
電子計測㈱

(割引手形 
及び借入金)  

4 百万円

(  38 千米ドル)

167 百万円

 

4 百万円

( 38  千米ドル)

― 百万円

 

4 百万円

  (  38 千米ドル)

― 百万円

※４ 受取手形割引高 ― 百万円 99百万円 ― 百万円

   輸出手形割引高 3,125百万円 2,969百万円 3,244百万円

※５ 消費税等の取扱

い

仮払消費税等及び仮受消費
税等は相殺の上、未収金に
含めて表示している。

仮払消費税等及び仮受消費
税等は相殺の上、未収金に
含めて表示している。

 ──────────

※６ 中間期末日 

満期手形の処理

  ────────── 中間会計期間末日満期手
形の会計処理については、
満期日に決済が行われたも
のとして処理している。 
 なお、当中間会計期間末
日が金融機関の休日であっ
たため、次の中間会計期間
末日満期手形を、中間会計
期間末残高から除いてい
る。 
受取手形    32百万円 
支払手形    383百万円

 ──────────



(中間損益計算書関係) 

 
  

前中間会計期間 
(自 平成17年４月１日 
  至 平成17年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成18年４月１日 
  至 平成18年９月30日)

前事業年度 
(自 平成17年４月１日 
  至 平成18年３月31日)

※１ 営業外収益の主

要項目

受取利息

受取配当金

為替差益 

受取地代家賃

        17百万円 

        27百万円 

         92百万円

        ― 百万円

        13百万円 

         25百万円 

         27百万円

      50百万円

          56百万円 

         34百万円 

        288百万円

      105百万円

※２ 営業外費用の主

要項目

支払利息

社債利息 

手形売却損

たな卸資産 

廃棄損

退職給付会 

計基準変更時

差異償却額

              304百万円

              ― 百万円 

              111百万円
           
               37百万円
              

              227百万円

              249百万円 

                1百万円

              121百万円

              18百万円

         
             227百万円

              578百万円 

                2百万円

              251百万円

              44百万円

             455百万円

※３ 特別利益の主要

項目

固定資産 
売却益

貸倒引当金
戻入益

前期損益 
    修正益

子会社特別 
    配当金

― 百万円

54百万円

687百万円

  2,490百万円

― 百万円

― 百万円

4百万円

― 百万円

91百万円

― 百万円

689百万円

2,490百万円

 

※４ 特別損失の主要

項目

固定資産 
    除却売却損

過年度特許権 
  実施料

子会社株式 
  評価損

貸倒引当金 
  繰入額
過年度製品 

  保証引当金 
    繰入額
過年度返品 

  調整引当金 
    繰入額

減損損失

企業年金基金 
  一括拠出金

貸倒損失
 

― 百万円

44百万円

2,322百万円

― 百万円

119百万円

275百万円

81百万円

― 百万円

― 百万円
 

― 百万円

13百万円

― 百万円

974百万円

― 百万円

― 百万円

25百万円

― 百万円

― 百万円
 

84百万円

44百万円

2,540百万円

104百万円

119百万円

275百万円

105百万円

197百万円

1,151百万円



 
  

前中間会計期間 
(自 平成17年４月１日 
  至 平成17年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成18年４月１日 
  至 平成18年９月30日)

前事業年度 
(自 平成17年４月１日 
  至 平成18年３月31日)

※５ 減価償却実施額 

 

有形固定資産

無形固定資産

 

 

48百万円

52百万円

 

 

48百万円

8百万円

 

 

112百万円

74百万円

※６ 法人税等の表示

方法  
当中間会計期間におけ

る税金費用については、

簡便法により計算してい

るため、法人税等調整額

は「法人税、住民税及び

事業税」に含めて表示し

ている。

同左  ──────────

※７ 減損損失  

 

当事業年度において、

当社は以下の資産グルー

プについて減損損失を計

上した。     

場所 東京都武蔵野市

用途 事業用資産

(減損損失の金額)

種類(百万円)    

工具器具備品等 78

リース資産(器具備品) 3

計 81
 

当中間会計期間におい

て、当社は以下の資産グ

ループについて減損損失

を計上した。     

場所 東京都武蔵野市

用途 事業用資産

(減損損失の金額)

種類(百万円)    

工具器具備品等 24

リース資産(器具備品) 0

計 25
 

当事業年度において、

当社は以下の資産グルー

プについて減損損失を計

上した。     

場所 東京都武蔵野市

用途 事業用資産

(減損損失の金額)

種類(百万円)    

工具器具備品等 101

リース資産(器具備品) 3

計 105

当社は、主に管理会計

上の事業別セグメントを

基礎として資産グルーピ

ングを行っており，遊休

資産については、個々の

資産毎に減損の兆候を判

定している。 

低価格帯のオーディオ

事業については、当社単

独での営業活動から生ず

る損益が継続してマイナ

スであり早期の黒字化が

困難と予想されるため、

帳簿価額を回収可能価額

まで減額し、当該減少額

を特別損失に計上した。

なお、回収可能額は合

理的見積りに基づく正味

売却価額により測定して

いる。

同左 同左



前へ   次へ 

(中間株主資本等変動計算書関係) 

当中間会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 

  自己株式に関する事項 

 
  
  

(変動事由の概要)  

増加数の主な内訳は、次の通りである。 

 単元未満株式の買取りによる増加 29,259株 

  

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当中間会計期間末

普通株式(株) 420,127 29,259 ― 449,386



(リース取引関係) 

  

 
  

  

前中間会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前事業年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

リース物件の所有権が

借主に移転すると認め

られるもの以外のファ

イナンス・リース取引

１ リース物件の取得価額

相当額、減価償却累計

額相当額及び中間期末

残高相当額

取得 
価額 
相当額 
(百万円)

減価 
償却 
累計額 
相当額 
(百万円)

中間 
期末 
残高 
相当額 
(百万円)

工具器具 
及び備品

573 373 200

機械装置
及び 
運搬具

11 2 8

その他 192 128 64

合計 776 503 273

１ リース物件の取得価額

相当額、減価償却累計

額相当額及び中間期末

残高相当額

取得 
価額 
相当額 
(百万円)

減価 
償却 
累計額 
相当額 
(百万円)

中間 
期末 
残高 
相当額 
(百万円)

工具器具
及び備品

463 356 107

機械装置
及び 
運搬具

15 8 7

その他 251 204 47

合計 730 568 162

１ リース物件の取得価額

相当額、減価償却累計

額相当額及び期末残高

相当額

取得 
価額 
相当額 
(百万円)

減価 
償却 
累計額 
相当額 
(百万円)

期末 
残高 
相当額 
(百万円)

工具器具
及び備品

470 338 131

機械装置
及び 
運搬具

12 4 8

その他 242 173 69

合計 725 516 209

２ 未経過リース料中間期

末残高相当額

１年内 159百万円

１年超 109百万円

合計 269百万円

２ 未経過リース料中間期

末残高相当額

１年内 113百万円

１年超 70百万円

合計 184百万円

２ 未経過リース料期末残

高相当額

１年内 148百万円

１年超 86百万円

合計 235百万円

３ 支払リース料、減価償

却費相当額及び支払利

息相当額

百万円

支払リース料 118

減価償却費相当額 95

支払利息相当額 3

３ 支払リース料、減価償

却費相当額及び支払利

息相当額

百万円

支払リース料 94

減価償却費相当額 86

支払利息相当額 3

３ 支払リース料、減価償

却費相当額及び支払利

息相当額

百万円

支払リース料 224

減価償却費相当額 211

支払利息相当額 9

４ 減価償却費相当額の算

定方法

リース期間を耐用年数

とし、残存価額を零と

する定額法によってい

る。

４ 減価償却費相当額の算

定方法

同左

４ 減価償却費相当額の算

定方法

同左

５ 利息相当額の算定方法

リース料総額とリース

物件の取得価額相当額

との差額を利息相当額

とし、各期への配分方

法については、利息法

によっている。

５ 利息相当額の算定方法

同左

５ 利息相当額の算定方法

同左

減損損失について   当中間会計期間におい

て減損損失3百万円を

計上しているが、開示

対象リース資産に配分

された減損損失がない

ため、項目等の記載は

省略している。   

  当中間会計期間におい

て減損損失0百万円を

計上しているが、開示

対象リース資産に配分

された減損損失がない

ため、項目等の記載は

省略している。   

  当事業年度において減

損損失3百万円を計上

しているが、開示対象

リース資産に配分され

た減損損失がないた

め、項目等の記載は省

略している。
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(有価証券関係) 

前中間会計期間末、当中間会計期間末、前事業年度末の何れにおいても子会社株式及び関連会社株式で時価の

あるものはない。 

  

(企業結合等関係) 

中間連結財務諸表を作成しているため、記載を省略している。 

  

(１株当たり情報) 

中間連結財務諸表を作成しているため、記載を省略している。 

  

  



(重要な後発事象) 

 
  

  

Ⅰ 前中間会計期間（自 平成17年４月１日 至 平成17年９月30日）

当社は、平成17年12月16日開催の取締役会において、下記のとおり当社100％子会社であるティアック電子計

測株式会社を吸収合併することを決議した。なお、ティアック電子計測株式会社との合併は「簡易合併」の手

続きにより行い、本合併に先立ち、ティアック電子計測株式会社は、債務超過を解消するため、2千万円の増資

を行う予定である。

１．合併の目的

当社のビジネスソリューションズ・カンパニーが担当するビジネスユース向け事業は、将来的に当社グルー

プの収益の柱として成長させるべき事業の一つである。関連事業を抱える子会社と当社の情報機器事業とが有

機的な統合を図り、それに伴い発生する新しい事業への積極的な投資を速やかに実現するため、平成18年4月1

日をもって、100％子会社であるティアック電子計測株式会社を吸収合併することにより、今後の事業展開をよ

り確実なものとしていく。

２．ティアック電子計測株式会社との合併の要旨

(１)合併の日程

    合併契約書承認取締役会    平成17年12月16日

    合併契約書調印        平成17年12月16日

    合併契約書承認株主総会    当社              開催しない。（注)

                    ティアック電子計測株式会社   平成18年１月５日（予定）

    合 併 期 日         平成18年４月１日（予定）

     合 併 登 記         平成18年４月３日（予定）

(注）本合併は、商法第413条ノ3の規定により、当社においては合併契約書に関する株主総会の承認を得るこ 
   となく行うものである。

(２)合併方式

 当社を存続会社とする吸収合併方式で、ティアック電子計測株式会社は解散する。

(３)合併比率

 当社は、ティアック電子計測株式会社の発行済株式の全部を有するので、合併に際して新株式は発行しな 

 い。

(４)合併交付金

 合併交付金の支払いはない。



３．合併当事会社の概要

（平成17年9月30日現在）

（１）商     号
ティアック株式会社 ティアック電子計測株式会社

（合併会社） （被合併会社）

（２）事 業 内 容 電子・電気機器等の開発・製造・販売 計測機器等の製造・販売

（３）設 立 年 月 日 昭和28年8月26日 昭和60年2月8日

（４）本 店 所 在 地 東京都武蔵野市中町三丁目7番3号 神奈川県川崎市中原区今井上町83番地

（５）代   表   者 代表取締役社長 坂井 淑晃 代表取締役社長 川村 和彦

（６）資   本  金 5,773百万円   90百万円

（７）発行済株式総数
271,317,134株

1,800株
(内、優先株式80,000,000株)

（８）株 主 資 本 6,034百万円 △19百万円

（９）総  資  産 40,427百万円  903百万円

（10）決  算  期 3月31日 3月31日

（11）従 業 員 数 462名 75名

（12）主 要 取 引 先

＜販売先＞ ＜販売先＞

㈱東芝 日産自動車㈱

富士通㈱ 警察庁

㈱日立製作所

＜仕入先＞ ＜仕入先＞

千代田電子機器㈱ ㈱デジテックス研究所

三信電気㈱ ユニパルス㈱

㈱カナデン

（13）大株主及び持株比率

＜普通株式＞ ティアック㈱         100％
フェニックス・キャピタル・パートナー
ズ・ワン投資事業組合      62.72%

㈱みずほコーポレート銀行  1.79%

㈱東京三菱銀行     1.79%

明治安田生命保険相互会社   1.23%

日本マスタートラスト信託銀行㈱

(信託口) 1.07%

＜優先株式＞
フェニックス・キャピタル・パートナー
ズ・ワン投資事業組合       100%

（14）主要取引銀行

㈱東京三菱銀行 ㈱みずほ銀行

㈱みずほコーポレート銀行 ㈱東京三菱銀行

三菱UFJ信託銀行㈱

（15）当事会社の関係

資本関係 当社はティアック電子計測株式会社の発行済株式の100％を保有して
いる。

人的関係 ティアック電子計測株式会社の役員のうち、当社との兼務役員は1名
である。

取引関係 なし



前へ 

 
  

  Ⅱ 当中間会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

   該当事項はない。 

(16)最近3期決算期間の業績

ティアック株式会社 ティアック電子計測株式会社

（合併会社） （被合併会社）

決算期 15年3月期 16年3月期 17年3月期 15年3月期 16年3月期 17年3月期

売上高 (百万円) 115,613 100,711 79,267 1,813 1,949 2,079

営業利益 (百万円) 215 1,478 △3,630 19 △8 21

経常利益 (百万円) △2,246 1,201 △6,862 19 △22 7

当期純利益 (百万円) △965 △774 △22,276 15 △17 △39

１株当たり当期純利益(円) △13.55 △10.90 △310.71 8,430.94 △9,734.84 △21,929.51

１株当たり配当金 (円) 0 0 0 0 0 0

１株当たり株主資本 (円) 259.09 249.27 7.29 100,595.07 90,860.23 68,930.72

４．合併後の状況

（１）商  号 ティアック株式会社

（２）事業内容 電子・電気機器等の開発・製造・販売

（３）本店所在地 東京都武蔵野市中町三丁目7番3号

（４）代 表 者 代表取締役社長 坂井淑晃

（５）資 本 金 5,773百万円（合併による資本金の増加はない。）

（６）総 資 産 合併による総資産への影響は軽微である。

（７）決 算 期 3月31日

 

Ⅲ 前事業年度（自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日）

当社は、100%子会社であるティアック電子計測株式会社を、平成18年4月1日を合併期日として当社

に吸収合併した。

(１)合併期日

    平成18年４月１日

(２)合併方式

 当社を存続会社とする吸収合併方式で、ティアック電子計測株式会社を解散する。

(３)合併比率

当社は、ティアック電子計測株式会社の発行済株式の全部を有するので、合併に際して新株式は発

行しない。

(４)合併交付金

 合併交付金の支払いはない。

(５)被合併会社の概要

①事業内容

計測機器の製造販売

②売上高(平成18年3月期)

1,936百万円

③当期純損失(平成18年3月期)

84百万円

④総資産(平成18年3月期)

1,205百万円

⑤株主資本(平成18年3月期)

100百万円

⑥従業員数(平成18年3月期)

  56名



(2) 【その他】 

   該当事項はありません。 



第６ 【提出会社の参考情報】 

当中間会計期間の開始日から半期報告書提出日までの間に、次の書類を提出している。 

  

 
  

  

(1) 有価証券報告書 
及びその添付書類

事業年度 
(第58期)

自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日

平成18年６月30日 
関東財務局長に提出。

(2) 
 

半期報告書の 
訂正報告書

事業年度 
(第58期中)

自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日の 
訂正報告書

平成18年６月30日 
関東財務局長に提出。

(3) 
 

有価証券報告書の 
訂正報告書

第58期有価証券報告書の訂正報告書
平成18年７月４日 
関東財務局長に提出。

(4) 
 

有価証券報告書の 
訂正報告書 第58期有価証券報告書の訂正報告書 平成18年11月10日 

関東財務局長に提出。

(5) 
 

有価証券報告書の 
訂正報告書 第58期有価証券報告書の訂正報告書 平成18年12月21日 

関東財務局長に提出。



該当事項はありません。 

  

  

第二部 【提出会社の保証会社等の情報】



独立監査人の中間監査報告書 
  

平成17年12月22日

ティアック株式会社 

取締役会 御中 

 

  
 

  
 

  
 

  
 

  

当監査法人は、証券取引法第193 条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられ

ているティアック株式会社の平成17年４月１日から平成18年3月31日までの連結会計年度の中間連結会計期

間（平成17年4月1日から平成17年9月30日まで）に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照

表、中間連結損益計算書、中間連結剰余金計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書について中間監査

を行った。この中間連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間連結

財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査

法人に中間連結財務諸表には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損な

うような重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続

等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査

の結果として中間連結財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸

表の作成基準に準拠して、ティアック株式会社及び連結子会社の平成17年9月30日現在の財政状態並びに同

日をもって終了する中間連結会計期間（平成17年4月1日から平成17年9月30日まで）の経営成績及びキャッ

シュ・フローの状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

追記情報 

 

 新日本監査法人

指 定  社 員 
業務執行社員

公認会計士   氏   原   修   一   ㊞

指 定  社 員 
業務執行社員

公認会計士   日   下   宗   仁   ㊞

指 定  社 員 
業務執行社員

公認会計士   金   子   秀   嗣   ㊞

指 定  社 員 
業務執行社員

公認会計士   関   口        茂     ㊞

1. 継続企業の前提に関する注記のとおり、会社は前連結会計年度において21,979百万円の大幅な当期純

損失を計上し、当中間連結会計期間においても引続き1,349百万円の中間純損失を計上している。また、

営業キャッシュ・フローも3,275百万円のマイナスの状況にあり、継続企業の前提に関する重要な疑義が

存在している。当該状況に対する経営計画等は当該注記に記載されている。 中間連結財務諸表は継続

企業を前提として作成されており、このような重要な疑義の影響を中間連結財務諸表には反映していな

い。



 
  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上 

  

  

 
  

2. 会計処理の変更に記載されているとおり、会社は固定資産の減損に係る会計基準を適用しているた

め、当該会計基準により中間連結財務諸表を作成している。

3. 会計処理の変更に記載されているとおり、会社は当中間連結会計期間より返品調整引当金を計上し

た。

4. 会計処理の変更に記載されているとおり、会社は従来たな卸資産の評価基準及び評価方法は移動平均

法による原価法によっていたが、当中間連結会計期間より移動平均法による低価法に変更した。

5. 会計処理の変更に記載されているとおり、会社は当中間連結会計期間より製品保証引当金を計上し

た。

6. 会計処理の変更に記載されているとおり、米国連結子会社は出荷基準による売上計上を行っていた

が、着荷をもって売上を計上すべき取引について、売上計上基準を出荷基準から着荷基準に変更した。

※ 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しており

ます。



独立監査人の中間監査報告書 

平成18年12月21日

ティアック株式会社 

取締役会 御中 

 

  
 

  
 

  
 

  
 

  

当監査法人は、証券取引法第193 条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられ

ているティアック株式会社の平成18年４月１日から平成19年３月31日までの連結会計年度の中間連結会計期

間（平成18年４月１日から平成18年９月30日まで）に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照

表、中間連結損益計算書、中間連結株主資本等変動計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書について

中間監査を行った。この中間連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から

中間連結財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査

法人に中間連結財務諸表には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損な

うような重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続

等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査

の結果として中間連結財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸

表の作成基準に準拠して、ティアック株式会社及び連結子会社の平成18年９月30日現在の財政状態並びに同

日をもって終了する中間連結会計期間（平成18年４月１日から平成18年９月30日まで）の経営成績及びキャ

ッシュ・フローの状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

追記情報 

継続企業の前提に関する注記のとおり、会社は平成17年３月期の連結会計年度において21,979百万円の

大幅な当期純損失を計上し、同連結会計年度に策定した「中期事業計画」の遂行途上にあるが、前連結会

計年度において経常損益は黒字化したものの多額の事業再構築費用の追加発生により、引続き1,577百万

円の当期純損失を計上、営業キャッシュ・フローも3,329百万円のマイナスとなっている。当中間連結会

計期間は営業キャッシュ・フローは596百万円のプラスになったものの経常損益は903百万円の赤字、中間

純損失は、1,762百万円となっており、継続企業の前提に関する重要な疑義が存在している。当該状況に

対する経営計画等は当該注記に記載されている。中間連結財務諸表は継続企業を前提として作成されてお

り、このような重要な疑義の影響を中間連結財務諸表には反映していない。 

  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上 

  

 新日本監査法人

指 定  社 員 
業務執行社員

公認会計士   氏   原   修   一   ㊞

指 定  社 員 
業務執行社員

公認会計士   日   下   宗   仁   ㊞

指 定  社 員 
業務執行社員

公認会計士   金   子   秀   嗣   ㊞

指 定  社 員 
業務執行社員

公認会計士   関   口        茂     ㊞

※ 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しており

ます。



独立監査人の中間監査報告書 
  

平成17年12月22日

ティアック株式会社 

取締役会 御中 

 

  
 

  
 

  
 

  
 

  

当監査法人は、証券取引法第193 条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられ

ているティアック株式会社の平成17年４月１日から平成18年3月31日までの第58期事業年度の中間会計期間

（平成17年4月1日から平成17年9月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表及び中間損

益計算書について中間監査を行った。この中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独

立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査

法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような

重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心

とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果と

して中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成

基準に準拠して、ティアック株式会社の平成17年9月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会

計期間（平成17年4月1日から平成17年9月30日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと

認める。 

追記情報 

 新日本監査法人

指 定  社 員 
業務執行社員

公認会計士   氏   原   修   一   ㊞

指 定  社 員 
業務執行社員

公認会計士   日   下   宗   仁   ㊞

指 定  社 員 
業務執行社員

公認会計士   金   子   秀   嗣   ㊞

指 定  社 員 
業務執行社員

公認会計士   関   口        茂     ㊞

1. 継続企業の前提に関する注記のとおり、会社は前事業年度において22,276百万円の大幅な当期純損失

を計上している。当中間会計期間においては638百万円の中間純利益を計上したものの、前事業年度にお

いて策定した「中期事業計画」の遂行途上にあり、継続企業の前提に関する重要な疑義が存在してい

る。 当該状況に対する経営計画等は当該注記に記載されている。中間財務諸表は継続企業を前提とし

て作成されており、このような重要な疑義の影響を中間財務諸表には反映していない。



 
  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上 

 
  

2. 会計処理の変更に記載されているとおり、会社は固定資産の減損に係る会計基準を適用しているた

め、当該会計基準により中間財務諸表を作成している。

3. 会計処理の変更に記載されているとおり、会社は当中間会計期間より返品調整引当金を計上した。

4. 会計処理の変更に記載されているとおり、会社は従来たな卸資産の評価基準及び評価方法は移動平均

法による原価法によっていたが、当中間会計期間より移動平均法による低価法に変更した。

5. 会計処理の変更に記載されているとおり、会社は当中間会計期間より製品保証引当金を計上した。

6. 重要な後発事象に記載されているとおり、会社は平成17年12月16日開催の取締役会において平成18年4

月1日を合併期日とする100％子会社であるティアック電子計測株式会社の吸収合併を決議した。

※ 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しており

ます。



独立監査人の中間監査報告書 

平成18年12月21日

ティアック株式会社 

取締役会 御中 

 

  
 

  
 

  
 

  
 

  

当監査法人は、証券取引法第193 条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられ

ているティアック株式会社の平成18年４月１日から平成19年３月31日までの第59期事業年度の中間会計期間

（平成18年４月１日から平成18年９月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損

益計算書及び中間株主資本等変動計算書について中間監査を行った。この中間財務諸表の作成責任は経営者

にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査

法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような

重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心

とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果と

して中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成

基準に準拠して、ティアック株式会社の平成18年９月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会

計期間（平成18年４月１日から平成18年９月30日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているもの

と認める。 

追記情報 

継続企業の前提に関する注記のとおり、会社は平成17年３月期の事業年度において22,276百万円の大幅

な当期純損失を計上し、同事業年度に策定した「中期事業計画」の遂行途上にあるが、前事業年度におい

て経常損益は黒字化したものの多額の事業再構築費用の追加発生により、引続き1,106百万円の当期純損

失を計上、当中間会計期間においても経常損益は682百万円の赤字、中間純損失は1,795百万円となってお

り、継続企業の前提に関する重要な疑義が存在している。当該状況に対する経営計画等は当該注記に記載

されている。中間財務諸表は継続企業を前提として作成されており、このような重要な疑義の影響を中間

財務諸表には反映していない。 

  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上 

 
  

 新日本監査法人

指 定  社 員 
業務執行社員

公認会計士   氏   原   修   一   ㊞

指 定  社 員 
業務執行社員

公認会計士   日   下   宗   仁   ㊞

指 定  社 員 
業務執行社員

公認会計士   金   子   秀   嗣   ㊞

指 定  社 員 
業務執行社員

公認会計士   関   口        茂     ㊞

※ 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しており

ます。
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